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上

寛

は

じ

め

に

一
、
海
禁
と
『
明
律
』
「
達
禁
下
海
」
律

二
、
市
舶
司
の
廃
止
と
海
禁
の
嬰
質

一
二
、
「
違
禁
下
海
」
律
と
「
問
刑
倹
例
」

四
、
封
概
念
と
し
て
の
遺
禁
と
海
禁

お

わ

に

り

lま

じ

め

(

1

)

(

2

)

 

海
禁
と
は
「
下
海
通
番
の
替
市
」
の
略
稽
と
さ
れ
、
明
清
時
代
に
園
家
の
賓
施
し
た
海
洋
統
制
策
の
線
稀
で
あ
る
。
具
瞳
的
に
は
、
海
上
交
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通
・
海
上
貿
易
・
漁
業
な
ど
を
規
制
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
沿
海
部
の
治
安
維
持
や
密
貿
易
の
取
締
り
を
行
い
、
同
時
に
中
国
王
朝
を
中
心
と

し
た
朝
貢
盟
制
を
側
面
か
ら
補
強
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
海
禁
の
形
態
に
は
時
代
的
壁
遷
が
あ
り
、
明
代
を
例
に
と
っ
て
も
、
明
初
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と
明
末
と
で
は
様
相
を
大
き
く
異
に
す
る
。
そ
れ
は
本
来
、
海
禁
と
い
う
措
置
が
そ
の
時
々
の
沿
海
部
の
情
勢
に
麿
じ
て
、
そ
の
役
割
と
機
能

と
を
嬰
化
さ
せ
た
こ
と
に
よ
る
。
海
禁
令
は
沿
海
部
の
住
民
に
針
し
、
務
丈
で
愛
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
首
地
域
で
の
新
た
な
事
態
へ

の
鷹
嬰
的
措
置
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
だ
ろ
う
。

明
の
海
禁
は
、
沿
海
部
の
民
衆
が
倭
冠
・
海
賊
と
結
託
す
る
の
を
恐
れ
て
、
彼
ら
の
出
海
を
禁
じ
た
こ
と
に
始
ま
る
。
そ
の
目
的
は
沿
海
部

の
治
安
維
持
す
な
わ
ち
海
防
に
あ
り
、
前
代
以
来
の
密
貿
易
の
取
締
り
を
主
眼
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
ほ
ど
な
く
民
間
貿
易
が
禁

止
さ
れ
る
に
及
び
、
海
禁
は
密
貿
易
の
取
締
り
の
機
能
も
あ
わ
せ
持
つ
に
い
た
る
。
同
時
に
園
際
貿
易
は
園
家
聞
の
朝
貢
貿
易
だ
け
に
限
定
さ

れ
た
こ
と
で
、
密
貿
易
の
取
締
り
は
そ
の
ま
ま
朝
貢
制
度
の
維
持
に
直
結
し
た
。
海
禁
は
朝
貢
制
度
に
基
づ
く
園
際
秩
序
の
確
立
に
、

(
3
)
 

役
割
を
呆
た
す
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
貼
か
ら
見
て
も
、
海
禁
が
そ
の
日
的
・
機
能
の
面
で
多
様
性
を
持
ち
、
た
え
ず
形
態
を
愛
化

さ
せ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
逆
に
言
え
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
「
海
禁
」
の
一
語
で
明
清
時
代
の
海
洋
統
制
策
を
括
っ
て
い
る
が
、
各
時
代
・
各

一
{
疋
の

時
期
の
海
禁
の
賓
態
に
即
し
て
意
味
づ
け
を
行
わ
ね
ば
、
と
ん
で
も
な
い
誤
解
を
犯
し
か
ね
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。

そ
れ
を
裏
づ
け
る
の
が
、
海
禁
と
い
う
用
語
の
登
場
し
た
背
景
で
あ
る
。
も
と
も
と
海
禁
と
い
う
呼
稽
は
明
初
に
は
な
く
、

一
般
に
使
用
さ

れ
出
す
の
は
、
よ
う
や
く
十
六
世
紀
宇
ば
に
な
っ
て
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
時
期
、
密
貿
易
の
横
行
や
後
期
倭
冠
の
跳
梁
も
あ
っ
て
、
沿
海
部

の
安
定
を
め
ぐ
っ
て
議
論
が
活
護
化
し
、
「
下
海
通
番
の
替
市
」
と
か
「
海
禁
」
と
い
う
言
葉
が
し
き
り
に
使
わ
れ
た
。
や
が
て
国
家
が
政
策
的

な
意
固
か
ら
海
禁
と
い
う
用
語
を
採
用
し
、
十
六
世
紀
後
宇
に
編
纂
さ
れ
た

字
国
内
暦
大
明
曾
典
』
(
一
五
八
七
年
刊
)
に
、
初
め
て
海
禁
と
い
う

項
目
が
立
て
ら
れ
る
。
圃
制
綿
貫
と
も
い
う
べ
き
曾
典
の
中
で
海
禁
の
項
目
が
設
け
ら
れ
た
こ
と
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
海
禁
と
い
う
概
念
が

園
家
に
よ
っ
て
公
認
さ
れ
た
こ
と
を
物
語
る
。
そ
れ
は
種
々
の
議
論
を
経
て
海
禁
概
念
が
熟
成
し
、
固
家
の
制
度
全
瞳
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ

た
結
果
で
あ
っ
た
。
海
禁
は
車
な
る
一
般
名
詞
と
い
う
よ
り
は
、
す
ぐ
れ
て
十
六
世
紀
的
な
歴
史
的
用
語
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

従
来
の
明
代
海
禁
研
究
は
こ
う
し
た
事
賓
に
関
心
を
携
わ
ず
、
海
禁
の
役
割
を
通
時
代
的
に
漠
然
と
同
一
覗
し
、
せ
い
ぜ
い
海
禁
の
強
化
・

弛
緩
賦
況
を
問
題
に
す
る
か
、
あ
る
い
は
海
禁
を
所
輿
の
も
の
と
し
て
、
園
際
貿
易
や
海
防
と
の
閥
連
を
論
じ
る
だ
け
で
あ
っ
た
。
ま
た
海
禁
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を
同
一
的
に
と
ら
え
る
見
方
は
、
必
然
的
に
後
世
の
海
禁
を
も
っ
て
明
初
の
そ
れ
を
推
し
量
り
、
あ
た
か
も
海
禁
の
目
的
は
首
初
か
ら
密
貿
易

の
取
締
り
に
あ
っ
た
と
か
、
固
家
の
貿
易
濁
占
に
あ
っ
た
な
ど
種
々
の
誤
解
す
ら
生
み
だ
す
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
ん
な
海
禁
理
解
の
混
乱
は
目

的
面
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
本
来
趣
旨
の
異
な
る
『
明
律
」

の
「
違
禁
下
海
」
律
を
、
そ
の
ま
ま
海
禁
の
規
定
だ
と
み
な
す
こ
と
さ
え
行
わ
れ

(
4
)
 

た
。
こ
れ
ら
が
い
ず
れ
も
間
違
い
で
あ
る
こ
と
は
、
か
つ
て
指
摘
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
す
べ
て
海
禁
の
歴
史
性
を
捨
象
し
て
論
じ
て
き
た
こ

と
に
起
因
す
る
。

本
稿
で
は
ま
ず
、
『
明
律
』
「
達
禁
下
海
」
律
の
成
り
立
ち
の
検
討
か
ら
始
め
、
「
達
林
一
万
下
海
」
律
と
園
初
の
海
禁
令
と
の
遣
い
を
確
認
し
た

や
が
て
雨
者
が
合
睦
し
て
い
く
経
緯
を
跡
づ
け
る
。
同
時
に
、
明
代
の
数
次
の
海
禁
令
を
『
明
(
貫
録
』
の
記
載
に
基
づ
い
て
分
析
し
、

上
で
、

そ
の
続
長
選
の
意
味
を
時
期
匡
分
し
て
考
察
す
る
。
さ
ら
に
、
「
達
禁
下
海
」
律
に
関
わ
る
「
問
刑
篠
例
」
を
取
り
上
げ
、
そ
れ
ら
が
各
時
期
の

沿
海
部
の
ど
の
よ
う
な
状
況
の
反
映
で
、
か
っ
そ
れ
に
園
家
が
ど
う
封
庭
し
よ
う
と
し
た
か
を
検
討
す
る
。
以
上
の
考
察
を
通
し
て
海
禁
の
貰

態
に
迫
り
、
最
後
に
海
禁
概
念
が
形
成
さ
れ
て
く
る
そ
の
背
景
と
原
因
を
探
っ
て
み
た
い
。

な
お
、
本
稿
で
は
海
禁
と
い
う
言
葉
が
一
般
化
す
る
以
前
の
明
初
の
海
洋
統
制
策
に
つ
い
て
も
、
同
じ
く
海
禁
と
い
う
言
葉
を
使
用
す
る
。

す
で
に
海
禁
が
成
語
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
加
え
、
海
洋
に
封
す
る
国
家
の
統
制
と
い
う
音
山
味
で
は
、
明
初
も
明
末
も
遣
い
は
な
い
と
考
え
る

か
ら
で
あ
る
。

一
、
海
禁
と

『
明
律
』
「
達
禁
下
海
」
律

周
知
の
よ
う
に
、
「
明
律
』
は
洪
武
元
年
に
初
め
て
頒
行
さ
れ
て
以
後
、
七
年
、

二
十
二
年
の
整
理
・
増
纂
を
経
て
、
三
十
年
の
部
分
的
改

訂
に
よ
っ
て
最
終
的
に
完
成
し
た
。
元
年
・
七
年
・
一
一
十
二
年
律
は
散
逸
し
て
今
は
無
く
、
現
存
し
て
い
る
の
は
三
十
年
律
の
三
十
を
四
百
六

十
僚
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
三
十
年
律
は
明
一
代
を
通
じ
て
改
訂
・
増
減
が
許
さ
れ
ず
、
そ
の
後
は
必
要
に
麿
じ
て
候
例
を
制
定
し
て
律
の
本
丈
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を
補
っ
た
。
や
が
て
明
中
期
以
後
に
な
る
と
僚
例
の
整
理
が
行
わ
れ
、
弘
治
十
三
年
(
一
五
O
O
)
に
最
初
の
問
刑
係
例
が
制
定
さ
れ
る
と
、

十
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嘉
靖
・
高
暦
年
聞
に
も
重
修
・
増
訂
が
な
さ
れ
、
明
滅
亡
ま
で

『
明
律
」
の
本
文
と
と
も
に
園
家
の
根
本
法
規
と
し
て
通
行
し
た
。

先
述
し
た
「
達
禁
下
海
」
律
と
は
正
確
に
言
え
ば
「
私
出
外
境
及
達
禁
下
海
」
律
の
こ
と
で
、
『
明
律
』

の
兵
律
、
闘
津
の
候
に
収
め
ら
れ

る
。
そ
の
内
容
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

凡
そ
馬
牛
・
軍
需
・
銭
貨
・
段
疋
・
紬
絹
・
純
綿
を
も
っ
て
、

ひ
そ
か
に
外
国
に
出
て
販
責
す
る
者
、
及
び
下
海
す
る
者
は
杖
一
百
と
す

る
。
捨
い
だ
り
船
車
に
乗
せ
た
者
は
一
等
を
減
じ
、
物
貨
と
船
車
は
す
べ
て
官
に
浸
牧
す
る
。
浸
牧
物
の
う
ち
十
分
を
率
と
し
て
、
三
分

は
告
護
者
に
輿
え
て
賞
に
あ
て
る
。
も
し
人
や
軍
器
を
も
っ
て
出
境
し
た
り
下
海
す
る
者
は
絞
と
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
圏
内
の
事
情
を
漏

洩
す
る
者
は
斬
と
す
る
。
取
締
り
の
役
所
や
番
人
で
犯
人
と
グ
ル
に
な
っ
て
運
ん
だ
り
、
あ
る
い
は
知
っ
て
い
な
が
ら
見
逃
し
た
も
の
は

犯
人
と
同
罪
と
す
る
。
監
察
不
行
届
き
の
者
は
三
等
を
減
じ
、
罪
は
た
だ
杖
一
百
、
軍
兵
は
ま
た
一
等
を
減
ず
。

候
文
名
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
「
私
出
外
境
及
達
禁
下
海
」
律
は
「
私
出
外
境
」
と
「
達
禁
下
海
」
の
大
き
く
二
つ
の
内
容
に
分
け
ら

れ
る
。
こ
の
雨
者
に
つ
い
て

「
唐
律
』
と
の
比
較
の
も
と
に
、
そ
の
起
源
と
意
味
と
を
考
察
し
た
の
が
清
末
の
法
律
的
学
者
沈
家
本
で
あ
る
。
彼

l土

『
明
律
目
筆
」
闘
津
の
僚
で
、
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。

「
私
出
外
境
」
と
は
印
ち
「
唐
律
』

の
「
越
度
縁
遺
閥
塞
」
の
こ
と
で
あ
る
。
唐
の
時
に
は
ま
だ
海
禁
が
存
在
し
な
か
っ
た
の
で
、
「
達

禁
下
海
」
の
保
丈
は
な
い
。

の
「
私
出
外
境
」
と
「
達
禁
下
海
」
の
う
ち
、
前
者
は

『
明
律
』

『
唐
律
』

の
「
越
度
縁
遠
閥
塞
」
律
に
相
首
し
、
後
者
は
唐
代
に
海
禁
が
な

か
っ
た
た
め

「
唐
律
』
に
は
候
丈
が
な
い
と
い
う
。
海
禁
と
「
達
禁
下
海
」
律
と
を
ス
ト
レ
ー
ト
に
結
び
つ
け
て
い
る
の
は
問
題
だ
が
、
前
者

に
つ
い
て
は
安
首
な
見
解
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、
こ
の
見
方
に
は
補
足
説
明
が
必
要
で
あ
る
。
賓
は

『
明
律
』
闘
津
は
そ
の
回
目
頭
に
「
私
越
冒
度

閲
津
」
律
が
あ
り
、
そ
の
内
容
か
ら
す
れ
ば
、
「
唐
律
』
「
越
度
縁
遺
闘
塞
」
は
「
私
出
外
境
」
よ
り
も
こ
の
候
文
に
近
い
。
沈
家
本
自
身
も
先

『
明
律
目
筆
」
闘
津
の
中
で
、
こ
の
事
賓
に
着
目
し
て
次
の
よ
う
に
い
う
。

の

明
は
「
越
度
縁
遺
閥
塞
」
の
一
僚
を
〔
閥
津
の
項
目
に
〕
併
入
し
た
が
、
そ
の
後
段
に
は
ま
た
「
私
出
外
境
」
の
篠
丈
が
あ
る
。
内
容
は
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近
似
し
て
お
り
重
複
で
あ
る
。

『
明
律
」
閲
津
に
は

「
唐
律
』
「
越
度
縁
遺
闘
塞
」
に
首
た
る
「
私
越
冒
度
開
津
」
が
あ
り
な
が
ら
、
わ
ざ
わ
ざ
「
私
出
外
境
」
を
設
け
て
い

る
の
は
重
複
し
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
賠
に
つ
い
て
も
沈
家
本
な
り
の
解
緯
が
あ
り
、
別
の
箇
所
で
濁
自
の
見
解
を

提
示
す
る
。
彼
は
『
歴
代
律
令
』
巻
八
、
私
商
越
境
で
、
「
元
史
』
本
紀
に
あ
る
商
人
の
越
境
禁
止
令
や
、
南
宋
へ
の
武
器
・
馬
の
輸
出
に
閥

(
5
)
 

す
る
禁
令
を
翠
げ
、
最
後
に
総
括
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

按
ず
る
に
、
こ
れ
は
即
ち
『
明
律
』

の
「
私
出
外
境
」
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
時
に
は
南
宋
が
存
在
し
て
い
た
の
で
、
禁
令
は
出
厳
格
で
あ

っ
た
。

元
初
に
さ
か
ん
に
禁
令
が
出
さ
れ
た
裏
に
は
、
南
宋
と
の
抗
争
が
あ
っ
た
と
沈
家
本
は
い
う
。
沈
家
本
は
こ
う
し
た
禁
令
が
『
明
律
』
「
私

出
外
境
」
律
に
つ
な
が
っ
た
と
解
轄
し
て
い
る
が
、
お
そ
ら
く
彼
の
推
測
は
間
違
っ
て
い
な
い
。
「
明
律
』
が
頒
行
さ
れ
た
洪
武
元
年
正
月
昔

時
、
北
の
大
都
に
は
依
然
と
し
て
元
朝
が
存
在
し
て
お
り
、
明
は
北
伐
軍
を
汲
遣
す
る
と
と
も
に
、
長
城
周
遣
の
民
衆
の
動
向
に
も
注
意
を
携

わ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
新
王
朝
の
成
立
と
は
裏
腹
に
、
北
遣
の
混
乱
は
い
ま
だ
に
牧
束
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
「
明

律
』
「
私
出
外
境
」
律
は

て
よ
か
ろ
う
。
『
明
律
』
闘
津
に
重
複
を
い
と
わ
ず
「
私
出
外
境
」
律
を
お
い
た
理
由
は
、
首
時
の
明
と
モ
ン
ゴ
ル
と
の
緊
迫
し
た
針
立
関
係

『
唐
律
」
「
越
度
縁
遺
闘
塞
」
の
趣
意
を
継
承
し
な
が
ら
も
、
特
に
北
方
の
モ
ン
ゴ
ル
を
前
提
に
設
け
ら
れ
た
と
考
え

が
そ
の
背
景
に
あ
っ
た
。

で
は
、
『
唐
律
」
に
は
な
い
「
達
禁
下
海
」
律
は
ど
う
な
の
か
。
同
じ
く
『
明
律
日
筆
』
闘
津
の
中
で
、
沈
家
本
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

「
元
律
』
(
賓
は
『
一
花
史
」
刑
法
志
・
・
:
引
用
者
)
に
は
、
「
お
よ
そ
下
海
の
使
臣
お
よ
び
舶
商
で
、
常
に
中
国
の
生
口
・
賓
貨
・
戎
器
・
馬

匹
を
外
固
に
迭
る
者
は
、
廉
訪
使
に
こ
れ
を
監
察
さ
せ
る
。
お
よ
そ
海
演
の
豪
民
で
常
に
〔
番
〕
商
と
交
通
し
て
、
銅
銭
を
貿
易
し
て
下

海
さ
せ
た
者
は
杖
一
百
七
と
す
る
」
と
あ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
「
達
禁
下
海
」
律
は
一
冗
代
に
起
源
す
る
も
の
で
あ
る
。
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た
だ
し
彼
は
こ
の
丈
章
に
績
け
て
、
宋
代
に
護
令
さ
れ
た
「
達
禁
貨
物
」
を
持
っ
た
海
商
の
出
海
禁
令
を
奉
げ
、
「
達
禁
下
海
の
令
は
、
宋
の
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初
め
に
己
に
成
文
化
さ
れ
て
い
る
。
元
の
時
に
な
っ
て
之
を
断
例
の
中
に
入
れ
た
に
す
ぎ
な
い
」
と
括
る
。

つ
ま
り
、
「
達
禁
下
海
」
の
禁
令

は
宋
代
よ
り
存
在
す
る
が
、
そ
れ
が
正
式
に
判
決
の
基
準
(
断
例
)
と
な
っ
た
の
は
元
代
だ
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

こ
こ
に
い
う
断
例
と
は
い
う
ま
で
も
な
く
「
市
舶
則
法
」
の
規
定
で
、
元
代
に
は
至
元
三
十
年
(
一
二
九
三
)
と
延
祐
元
年
(
一
一
一
一
一
四
)
の

二
度
に
わ
た
っ
て
公
布
さ
れ
た
。
延
一
晴
元
年
の
則
法
(
『
遇
制
候
格
』
巻
十
八
)
を
例
に
畢
げ
る
と
全
部
で
一
一
十
二
候
あ
り
、
大
き
く
①
抽
分

(
閥
税
徴
取
)
と
舶
税
(
船
舶
税
)
、
②
船
舶
の
出
海
と
臨
港
の
手
績
き
、
③
官
官
家
・
勢
要
の
海
外
貿
易
に
閲
す
る
規
定
、
④
外
圃
商
舶
に
封
す

(
6
)
 

る
規
定
に
分
か
れ
る
。
③
と
④
は
こ
こ
で
は
措
く
と
し
て
、
海
商
に
つ
い
て
の
規
定
は
①
を
除
け
ば
②
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
出
海
に
関
わ

る
「
達
替
市
」
は
二
つ
に
大
別
で
き
る
。

一
つ
は
海
商
の
携
行
貨
物
に
関
わ
る
達
禁
。
今
一
つ
は
海
商
の
出
海
方
法
を
め
ぐ
る
達
禁
で
あ
る
。
ま

ず
前
者
に
つ
い
て
は
、

一
、
金
銀
・
銅
銭
・
銭
貨
・
男
子
・
婦
女
・
人
口
・
純
綿
・
段
疋
・
鋪
金
・
綾
羅
・
米
糧
・
軍
器
は
す
べ
て
下
海
し
て
ひ
そ
か
に
諸
外
国

に
販
責
し
で
は
な
ら
な
い
。
違
反
す
れ
ば
、
舶
商
・
船
主
・
綱
首
・
事
頭
・
火
長
は
お
の
お
の
杖
一
百
七
と
し
、
船
と
貨
物
は
と
も
に
官

に
浸
牧
す
る
。
も
し
告
琵
す
る
者
が
い
て
事
責
を
得
れ
ば
、
官
に
浸
し
た
物
の
内
よ
り
宇
分
を
賞
に
あ
て
る
。
〔
犯
罪
の
〕
重
い
者
は
、

重
い
方
の
罪
で
論
ず
。
船
の
出
港
の
際
に
は
、
本
道
の
廉
訪
使
に
巌
し
く
睦
察
を
加
え
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。

と
あ
る
よ
う
に
、
海
商
が
金
銀
・
銅
銭
や
米
糧
・
武
器
な
ど
の
「
違
禁
貨
物
」
を
携
行
し
て
、
出
海
貿
易
を
行
う
こ
と
へ
の
禁
令
で
あ
る
。

ま
り
、
こ
こ
で
の
「
達
禁
下
海
」
は
違
禁
貨
物
の
携
行
行
矯
を
指
し
て
お
り
、
海
商
の
出
海
白
瞳
を
問
題
に
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
海
商

が
正
規
の
手
績
き
を
経
て
一
般
の
貨
物
を
輸
出
す
る
限
り
、
こ
の
法
令
に
抵
鰯
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
他
方
、
後
者
に
つ
い
て
は
、

一
、
海
商
が
公
験
・
公
患
を
請
求
せ
ず
に
、
勝
手
に
自
分
で
船
を
出
航
さ
せ
た
と
き
に
は
、
す
べ
て
諸
人
が
告
鼓
し
て
逮
捕
す
る
こ
と
を

許
す
。
舶
商
・
船
主
・
綱
首
・
事
頭
・
火
長
は
お
の
お
お
の
杖
一
百
七
、
船
と
貨
物
は
と
も
に
官
に
浸
牧

L
、
浸
官
物
の
内
よ
り
字
分
を

告
護
者
に
輿
え
て
賞
に
あ
て
る
。
も
し
す
で
に
船
が
市
舶
司
か
ら
離
れ
て
お
れ
ば
、
即
ち
沿
路
の
所
在
の
官
司
が
告
護
し
て
逮
捕
し
、
先

の
量
刑
に
基
づ
き
迫
断
し
て
賞
を
給
す
。
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と
あ
る
よ
う
に
、
海
商
が
出
航
許
可
誼
の
公
験
・
公
患
を
受
け
ず
に
ひ
そ
か
に
下
海
し
て
交
易
を
行
う
、

い
わ
ば
非
合
法
の
出
海
を
指
す
。
正

規
の
手
績
き
を
経
な
い
と
い
う
意
味
で
の
「
違
禁
」
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
違
禁
貨
物
の
携
行
の
有
無
は
闘
係
な
い
。

つ
ま
り
、
元
代
海
商
の
出

海
に
閲
す
る
規
定
に
は
、
①
「
達
禁
貨
物
」
の
携
行
禁
止
、
②
非
合
法
の
出
海
貿
易
の
禁
止
、
と
い
う
雨
様
の
禁
令
が
定
め
ら
れ
て
い
た
こ
と

が
分
か
る
。

賓
際
、
元
代
に
は
「
達
禁
下
海
」
の
取
締
り
の
た
め
に
、
貿
易
管
理
機
闘
の
市
舶
司
の
廃
止
と
海
商
の
出
海
禁
止
が
、
短
期
間
で
は
あ
る
が

前
後
四
度
行
わ
れ
て
お
り
、

一
般
に
こ
れ
ら
の
措
置
を
「
元
の
海
禁
」
と
呼
ぶ
。
こ
の
う
ち
至
元
二
十
九
年
(
一
二
九
二
)
か
ら
一
一
一
十
一
年

(
一
二
九
四
)
ま
で
の
第
一
次
「
海
禁
」
が
、
元
朝
の
東
南
ア
ジ
ア
遠
征
に
と
も
な
う
商
人
へ
の
出
海
規
制
で
あ
る
こ
と
を
除
け
ば
、
残
り
の

(
7
)
 

三
回
は
す
べ
て
達
禁
貨
物
の
流
出
防
止
を
主
と
し
た
貿
易
統
制
が
目
的
で
あ
る
。
し
か
も
、
「
元
の
海
禁
」
は
あ
く
ま
で
も
海
商
を
針
象
と
し

て
お
り
、
後
連
す
る
明
の
海
禁
が
沿
海
部
の
全
住
民
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
の
と
、
か
な
り
状
況
を
異
に
す
る
。
元
の
海
洋
統
制
が
貿
易
の
管

理
を
中
心
に
な
さ
れ
て
い
た
誼
左
で
あ
り
、
そ
の
瞳
制
を
法
律
面
か
ら
支
え
て
い
た
の
が
、

二
度
に
わ
た
っ
て
制
定
さ
れ
た
「
市
舶
則
法
」
で

あ
っ
た
。

知
ら
れ
る
よ
う
に
、
明
初
の
制
度
は
多
く
元
の
そ
れ
を
継
承
し
て
お
り
、
法
律
面
に
も
元
の
影
響
が
色
濃
く
認
め
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
明
代

に
は
元
代
の
よ
う
に
「
市
舶
則
法
」
は
制
定
さ
れ
ず
、
元
代
の
「
達
禁
下
海
」
に
係
る
禁
令
は

洪
武
三
十
年
律
の
「
私
出
外
境
及
達
禁
下
海
」
律
は
、
洪
武
元
年
律
に
も
収
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
く
(
後
述
)
、
元
の
「
市
舶
則

『
明
律
』

の
中
に
取
り
込
ま
れ
た
。
現
存
す
る

法
」
を
ふ
ま
え
て
制
定
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は

『
明
律
」
「
違
禁
下
海
」
律
に
規
定
さ
れ
た
違
禁
貨
物
の
内
容
が
、
先
に
見
た

「
市
舶
則
法
」
の
そ
れ
と
ほ
ぼ
同
様
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
察
せ
ら
れ
る
。
他
方
、
「
市
舶
則
法
」
に
あ
っ
た
今
一
つ
の
禁
令
、

つ
ま
り
非
合
法

の
出
海
貿
易
の
禁
止
に
つ
い
て
は
、
『
明
律
」
の
中
で
特
に
規
定
は
な
い
も
の
の
、
『
明
律
』
に
初
め
て
登
場
し
た
「
達
禁
下
海
」
と
い
う
用
語

(
8
)
 

に
、
首
位
出
含
音
山
さ
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。

427 

以
上
の
よ
う
に
、
『
明
律
』
「
達
禁
下
海
」
律
は
海
商
の
達
禁
を
め
ぐ
る
元
の
「
市
舶
則
法
」
を
継
承
す
る
も
の
で
、
基
本
的
に
は
密
貿
易
全
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般
を
取
り
締
ま
る
規
定
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
封
し
て
明
の
海
禁
は
海
防
の
た
め
に
護
令
さ
れ
た
も
の
で
、
雨
者
の
目
的
は
本
質
的
に
異
な
っ
て

い
る
。
確
か
に
密
貿
易
の
取
締
り
と
海
防
問
題
と
は
重
な
る
部
分
も
多
く
、
事
事
貝
「
達
禁
下
海
」
律
の
「
圏
内
の
事
情
を
漏
洩
す
る
者
は
斬
と

す
る
」
と
の
規
定
は
、
雨
者
の
関
係
が
無
縁
で
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
あ
る
い
は
海
禁
の
法
的
根
擦
は
こ
の
候
文
に
あ
っ
た
の
か
も

し
れ
な
い
が
、
量
刑
の
基
準
で
あ
る
「
達
禁
下
海
」
律
と
、
政
策
と
し
て
の
海
禁
と
は
匝
別
し
て
扱
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
園
初
の
海
禁
は
あ
く

ま
で
も
海
防
目
的
の
下
海
禁
止
策
で
あ
り
、
密
貿
易
の
取
締
り
が
主
眼
で
あ
っ
た
と
見
る
絵
地
は
ま
っ
た
く
な
い
。

(
9
)
 

例
え
ば
、
明
の
海
禁
は
洪
武
元
年
前
後
に
賓
施
さ
れ
た
よ
う
だ
が
、
史
料
的
に
確
認
で
き
る
の
は

『
明
太
租
貫
録
』
洪
武
四
年
十
二
月
丙
成

の
次
の
記
事
で
あ
る
。

呉
王
左
相
靖
海
侯
呉
臓
に
詔
し
て
、
方
圃
珍
配
下
の
温
州
・
台
州
・
慶
元
(
寧
波
)
三
府
の
軍
士
、

お
よ
び
蘭
秀
山
の
田
糧
な
き
民
で
か

っ
て
船
戸
に
充
て
ら
れ
て
い
た
者
お
よ
そ
十
一
再
一
千
七
百
三
十
人
を
軍
籍
に
つ
け
、
各
衛
に
隷
属
さ
せ
て
軍
卒
と
し
た
。
の
お
瀕
海
の

民
が
ひ
そ
か
に
海
に
出
る
こ
と
を
禁
じ
た
。

元
末
の
群
雄
の
一
人
で
あ
っ
た
方
固
珍
が
降
伏
し
た
後
、
そ
の
配
下
に
あ
っ
た
温
州
・
台
州
・
慶
元
(
寧
波
)
の
奮
軍
士
と
、
舟
山
群
島
の

蘭
秀
山
の
海
民
勢
力
を
衡
所
に
組
み
入
れ
た
時
の
記
述
で
あ
る
。
す
で
に
蘭
秀
山
の
海
民
勢
力
は
、
方
固
珍
降
伏
直
後
の
洪
武
元
年
初
頭
に
反

乱
を
起
こ
し
、
倭
冠
を
引
き
込
ん
で
沿
海
部
で
掠
奪
を
繰
り
返
し
た
た
め
、
海
禁
令
は
そ
の
こ
ろ
に
護
せ
ら
れ
た
ら
し
い
。
そ
の
反
乱
も
ょ
う

ゃ
く
牧
ま
っ
た
四
年
段
階
で
、
沿
海
部
の
民
衆
や
海
民
の
出
海
禁
止
H

海
禁
が
あ
ら
た
め
て
命
じ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
彼
ら
が
再
び
出
海
す
る

こ
と
で
、
以
前
の
よ
う
な
混
乱
を
招
く
こ
と
を
未
然
に
防
ぐ
た
め
で
あ
っ
た
。
海
禁
が
沿
海
部
の
治
安
維
持
、
す
な
わ
ち
海
防
の
た
め
に
な
さ

れ
た
こ
と
は
、
こ
の
事
賓
を
見
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。

海
禁
を
海
防
の
た
め
の
下
海
禁
止
の
措
置
と
理
解
し
た
場
合
、
こ
こ
で
確
認
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
先
の
海
禁
令
の
護
せ
ら
れ
た

同
年
同
月
の
朱
元
産
の
次
の
訓
論
で
あ
る
。
『
明
太
組
賓
録
』
洪
武
四
年
十
二
月
乙
未
の
僚
は
い
う
。

上
が
大
都
督
府
の
臣
に
諭
し
て
言
っ
た
。
朕
は
海
道
が
外
固
に
通
じ
て
い
る
た
め
、
か
つ
て
そ
の
往
来
を
禁
止
し
た
。
近
ご
ろ
聞
く
と
こ

十
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ろ
に
よ
る
と
、
一
噛
建
興
化
衛
指
揮
李
興
と
李
春
が
ひ
そ
か
に
人
を
抵
遣
し
て
海
に
出
て
貿
易
を
行
わ
せ
て
い
る
と
い
う
。
漬
海
の
軍
衡
が
、

彼
ら
の
行
局
を
ど
う
し
て
知
ら
ぬ
こ
と
が
あ
ろ
う
。

い
や
し
く
も
禁
戒
せ
ぬ
な
ら
ば
、
人
々
は
み
な
利
徐
に
惑
い
、
罪
を
犯
す
こ
と
に
な

ろ
う
。
汝
は
人
を
遣
わ
し
て
彼
ら
を
識
し
、
犯
す
者
が
お
れ
ば
律
に
照
ら
し
て
い
庭
罰
せ
よ
、
と
。

従
来
こ
の
史
料
は
「
か
つ
て
そ
の
往
来
を
禁
止
し
た
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
沿
海
部
の
民
衆
の
出
海
を
禁
じ
た
海
禁
令
と
同
列
に
論
じ
る
の

が
常
で
あ
っ
た
。
洪
武
四
年
の
海
禁
令
を
傍
誼
す
る
史
料
と
み
な
し
た
わ
け
で
、
そ
こ
に
濁
自
の
意
味
が
付
輿
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し

か
し
丈
章
を
仔
細
に
謹
め
ば
分
か
る
よ
う
に
、
こ
の
訓
識
は
一
拍
建
の
軍
官
の
密
貿
易
を
指
弾
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
海
防
を
問
題
に
し
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
。
彼
ら
の
不
法
行
矯
を
律
に
照
ら
し
て
い
庭
断
せ
よ
と
い
う
の
が
、
朱
元
理
の
趣
旨
な
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
こ
で
い
う
律

は
洪
武
元
年
律
以
外
に
は
な
く
、
し
か
も
同
律
の
「
達
禁
下
海
」
律
を
指
す
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
つ
ま
り
こ
の
事
賓
は
、
「
達
禁
下
海
」

律
が
元
年
律
に
も
存
在
し
た
こ
と
を
示
す
と
同
時
に
、
朱
元
産
の
意
圃
が
「
達
禁
下
海
」
律
の
違
反
者
、
す
な
わ
ち
密
貿
易
者
の
取
締
り
に
あ

っ
た
こ
と
を
意
味
し
よ
う
。
海
防
を
目
的
と
し
た
先
の
海
禁
令
と
は
、
ま
っ
た
く
別
次
元
の
措
置
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。

言
い
換
え
れ
ば
、
明
初
で
は
「
達
禁
下
海
」
律
を
遵
守
す
る
限
り
、
海
外
貿
易
は
な
ん
ら
問
題
な
く
行
え
た
わ
け
で
、
む
し
ろ
明
朝
が
積
極

(
川
)

的
に
民
間
貿
易
を
奨
聞
し
て
い
た
こ
と
は
、
い
く
つ
か
の
史
料
が
物
語
る
。
朱
元
産
の
方
針
は
、
貿
易
保
護
の
た
め
に
も
密
貿
易
者
を
巌
格
に

取
締
ま
り
、
同
時
に
沿
海
部
の
撹
乱
者
に
は
海
禁
の
措
置
で
封
抗
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
交
易
を
重
秘
す
る
明
朝
が
、
元
朝

に
な
ら
っ
て
「
違
禁
下
海
」
律
で
貿
易
を
統
制
し
、
沿
海
部
の
騒
擾
に
は
新
た
に
明
朝
濁
自
の
海
禁
策
で
封
麿
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

「
達
禁
下
海
」
律
と
海
禁
令
と
は
完
全
に
別
個
の
も
の
で
あ
り
、
王
朝
成
立
直
後
の
こ
の
段
階
で
は
、
雨
者
は
そ
れ
ぞ
れ
目
的
を
異
に
し
て
い

た
こ
と
を
、
ま
ず
最
初
に
確
認
し
て
お
き
た
い
。

二
、
市
舶
司
の
廃
止
と
海
禁
の
饗
質

429 

首
初
、
別
個
に
機
能
し
た
海
禁
令
と

『
明
律
」
「
達
禁
下
海
」
律
だ
が
、
洪
武
七
年
(
一
二
一
七
四
)
に
市
舶
司
が
廃
止
さ
れ
た
こ
と
で
、
状
況
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に
壁
化
が
起
こ
る
こ
と
に
な
る
。
も
と
も
と
明
代
の
市
舶
司
は
王
朝
成
立
直
前
の
呉
元
年
(
一
二
一
六
七
)
十
二
月
、
太
倉
(
江
蘇
省
)
の
黄
渡
鎮

に
置
か
れ
た
の
を
晴
矢
と
す
る
。
こ
の
太
倉
市
舶
司
が
洪
武
三
年
(
一
三
七
O
)
二
月
に
底
止
さ
れ
る
と
、
代
わ
っ
て
停
統
的
な
針
外
貿
易
港

で
あ
る
慶
州
・
泉
州
・
明
州
(
寧
波
)
の
一
一
一
ヵ
所
に
置
か
れ
、
洪
武
七
年
九
月
ま
で
存
積
し
た
。
三
市
舶
司
の
廃
止
の
理
由
に
つ
い
て
は
不
明

(
日
)

な
も
の
の
、
か
つ
て
指
摘
し
た
よ
う
に
直
接
的
原
因
は
や
は
り
沿
海
部
の
混
乱
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
す
で
に
元
末
の
慶
元
(
寧
波
)
で

(ロ)

は
、
「
倭
商
」
の
暴
動
か
ら
日
本
と
の
貿
易
を
禁
止
し
た
例
も
あ
り
、
あ
る
い
は
こ
う
し
た
貿
易
を
め
ぐ
る
ト
ラ
ブ
ル
が
頻
護
し
て
い
た
可
能

性
も
ぬ
ぐ
い
き
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
市
舶
司
の
廃
止
は
民
間
の
園
際
貿
易
の
廃
絶
に
つ
な
が
り
、
か
つ
て
の
よ
う
に
商
人
が
自
由
に
下

海
す
る
こ
と
は
不
可
能
と
な
っ
た
。
し
か
も
明
の
特
徴
は
、
園
内
商
人
の
下
海
禁
止
ば
か
り
か
、
外
国
商
人
の
来
航
に
も
歯
止
め
が
か
け
ら
れ

(
日
)

た
こ
と
で
あ
る
。
宋
元
以
来
護
展
し
て
き
た
民
間
の
圃
際
貿
易
は
完
全
に
中
断
し
、
圃
家
聞
の
「
朝
貢
貿
易
」
だ
け
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
。
周
連
諸
国
と
す
れ
ば
、
明
の
冊
封
を
受
け
て
明
中
心
の
固
際
秩
序
の
中
に
加
わ
る
こ
と
で
、
貿
易
の
許
可
さ
れ
る
瞳
制
が
出
来
上
が
つ

た
と
い
え
る
。

こ
う
な
る
と
「
達
禁
下
海
」
律
の
果
た
す
役
割
も
、
市
舶
司
廃
止
以
前
と
以
後
と
で
は
遣
い
が
生
じ
ざ
る
を
得
な
い
。
一
万
来
、
明
の
海
洋
統

制
策
は
、
「
達
禁
下
海
」
律
で
海
商
の
「
達
禁
貨
物
」
の
携
行
や
非
合
法
の
出
海
を
取
締
り
、
民
衆
の
出
海
を
禁
じ
る
海
禁
に
よ
っ
て
海
防
を

補
完
し
よ
う
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
だ
が
密
貿
易
と
略
奪
と
が
混
在
す
る
昔
時
の
情
勢
下
で
は
、
現
賓
問
題
と
し
て
「
達
禁
下
海
」
者
と
海

禁
違
反
者
と
の
境
界
を
見
極
め
る
こ
と
は
不
可
能
に
近
い
。
と
り
わ
け
市
舶
司
の
麿
止
で
海
外
渡
航
が
禁
止
さ
れ
て
以
後
は
、
出
海
者
全
瞳
が

「
蓮
禁
下
海
」
者
と
し
て
監
覗
の
封
象
と
な
り
、
必
然
的
に
海
禁
違
反
者
も
「
達
禁
下
海
」
律
の
適
用
範
固
に
含
ま
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
か
つ

て
臨
急
的
な
措
置
で
あ
っ
た
海
禁
は
、
「
達
禁
下
海
」
律
に
包
擬
さ
れ
て
法
的
根
擦
を
得
た
わ
け
で
、
こ
の
饗
化
は
市
舶
司
廃
止
以
後
の
海
禁

令
の
上
に
端
的
に
現
れ
て
い
る
。

『
明
賓
録
」
を
見
る
と
、

い
わ
ゆ
る
「
海
禁
令
」
は
先
の
洪
武
四
年
令
を
除
け
ば
、
明
中
期
ま
で
に
九
因
由
さ
れ
て
お
り
、

そ
れ
ら
を
す
べ

て
奉
げ
る
と
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
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① 

『
明
太
租
貫
録
』
洪
武
十
四
年
(
一
三
八
一
)
十
月
己
巳

瀕
海
の
民
が
ひ
そ
か
に
海
外
諸
国
に
通
じ
る
こ
と
を
禁
止
す
る
。

② 

『
明
太
組
賓
録
』
洪
武
一
一
十
三
年
(
一
三
九
O
)
十
月
乙
酉

戸
部
に
詔
し
て
、

か
さ
ね
て
外
国
に
交
通
す
る
こ
と
の
禁
令
を
最
し
く
さ
せ
た
。
上
(
洪
武
帝
)
は
中
園
の
金
銀
・
銅
銭
・
段
疋
・
兵
器

等
の
物
が
、
元
朝
の
と
き
か
ら
輸
出
禁
止
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
最
近
雨
贋
・
街
江
・
一
帽
建
の
愚
民
が
何
も
知
ら
ず
に
、
往
往
に
し

て
外
国
と
交
通
し
、

ひ
そ
か
に
貿
易
を
行
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
、
最
し
く
こ
れ
を
禁
止
し
た
。
沿
海
の
軍
・
民
の
役
所
で
密
貿
易
を

放
置
し
て
い
る
者
も
、
す
べ
て
罪
に
庭
す
こ
と
に
し
た
。

③ 

『
明
太
租
賓
録
」
洪
武
三
十
(
一
三
九
七
)
年
四
月
乙
西

人
民
に
か
さ
ね
て
禁
令
を
出
し
、
勝
手
に
出
海
し
て
外
圃
と
貿
易
を
で
き
な
い
よ
う
に
さ
せ
た
。

④ 

『
明
太
宗
賓
録
」
洪
武
三
十
五
年
(
建
丈
四
年
U

一四
O
二
)
七
月
壬
午
朔

上
(
永
柴
帝
)
は
奉
天
殿
に
時
る
と
、
詔
を
下
し
て
言
っ
た

0

・

一
、
縁
海
の
軍
民
人
等
は
、
近
年
以
来
、
往
往
に
し
て
ひ
そ
か
に

下
香
し
て
外
固
と
交
通
し
て
い
る
。
今
後
は
許
さ
ぬ
。
所
司
は
一
に
洪
武
の
事
例
に
遭
っ
て
禁
治
せ
よ
、
と
。

⑤ 

『
明
太
宗
賓
録
』
永
梁
一
一
年
(
一
四
O
四
)
正
月
辛
酉

民
が
下
海
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
。
時
に
一
噛
建
の
瀕
海
の
居
民
は
、

ひ
そ
か
に
海
船
に
載
っ
て
外
固
と
交
通
し
、
因
り
て
冠
を
話
し
た
の

で
、
郡
牒
が
報
告
し
て
き
た
。
そ
こ
で
命
令
を
下
し
て
民
聞
の
海
船
を
禁
止
し
、
も
と
か
ら
海
船
を
持
っ
て
い
る
者
は
、
す
べ
て
千
頭
船

に
改
造
さ
せ
、
所
在
の
役
所
に
そ
の
出
入
を
取
締
ま
ら
せ
た
。

⑥ 

『
明
宣
宗
賓
録
』
宣
律
八
年
(
一
四
三
三
)
七
月
己
未

行
在
(
北
京
)
都
察
院
に
命
じ
て
、

ひ
そ
か
に
番
固
に
通
ず
る
こ
と
の
禁
令
を
最
し
く
さ
せ
た
。
上
(
宣
徳
帝
)
は
右
都
御
史
顧
佐
等
に
議

431 

し
て
言
っ
た
。
ひ
そ
か
に
外
夷
に
通
じ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
禁
例
が
あ
る
。
近
年
、
官
員
・
軍
・
民
は
遵
守
す
る
こ
と
を
知
ら

十
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ず
、
往
往
に
し
て
こ
っ
そ
り
海
舟
を
建
造
し
、
朝
廷
の
使
者
(
斡
塀
)
と
偏
っ
て
、
勝
手
に
下
番
し
て
外
夷
を
擾
害
し
た
り
、
あ
る
い
は

彼
ら
を
誘
引
し
て
冠
を
矯
し
て
い
る
。
こ
の
ご
ろ
檎
獲
す
る
こ
と
が
あ
っ
て
、
お
の
お
の
重
罪
に
慮
し
た
。
爾
は
か
さ
ね
て
前
禁
を
明
ら

か
に
し
、
沿
海
の
軍
・
民
に
梼
丈
で
諭
せ
。
犯
す
者
が
あ
れ
ば
、
諸
人
に
告
護
す
る
こ
と
を
許
し
、
賓
を
得
れ
ば
犯
人
の
財
産
の
竿
分
を

輿
え
よ
。
知
っ
て
お
り
な
が
ら
告
げ
な
い
者
、
及
ぴ
軍
衛
の
役
所
で
見
逃
し
た
ま
ま
禁
じ
な
い
者
は
、

一
瞳
に
治
罪
せ
よ
、
と
。

⑦ 

『
明
英
宗
貫
録
』
正
統
十
四
年
(
一
四
四
九
)
六
月
壬
申

一
帽
建
巡
海
按
察
余
事
董
麿
較
が
言
、
つ
に
は
、
奮
例
で
は
瀕
海
の
居
民
で
ひ
そ
か
に
外
夷
に
通
じ
、
香
貨
を
貿
易
し
て
圃
内
の
事
情
を
漏
洩

す
る
者
、
及
び
海
賊
を
引
き
こ
ん
で
遺
地
を
劫
掠
す
る
者
は
、
正
犯
は
極
刑
に
慮
し
て
家
人
は
遺
境
に
流
し
、
事
情
を
知
り
な
が
ら
わ
ざ

と
見
逃
し
た
者
も
同
罪
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
最
近
、
民
は
往
往
に
し
て
利
盆
だ
け
を
望
み
、
こ
の
禁
令
を
忘
れ
て
お
り
ま
す
、
と
。
上

(
正
統
帝
)
は
刑
部
に
命
じ
て
か
さ
ね
て
禁
令
を
明
ら
か
に
し
た
。

⑧ 

『
明
英
宗
貫
録
』
景
泰
一
一
一
年
(
一
四
五
二
)
六
月
辛
巳

刑
部
に
命
じ
て
梼
丈
を
出
し
て
一
踊
建
の
沿
海
の
居
民
に
禁
約
し
、
中
国
の
貨
物
を
集
め
て
販
費
し
た
り
武
器
を
置
遺
し
た
り
、
船
を
操
つ

て
琉
球
固
と
交
通
し
、
招
引
し
て
冠
を
潟
さ
な
い
よ
う
に
さ
せ
た
。
時
に
黄
薫
養
の
乱
は
、
多
く
は
海
冠
が
呼
び
集
め
た
も
の
だ
と
二
一
白
う

者
が
い
た
。
故
に
こ
れ
を
禁
じ
た
の
で
あ
る
。

⑨ 

『
明
英
宗
賓
銀
』
天
順
三
年
(
一
四
五
九
)
七
月
辛
巳

所
江
な
ら
び
に
直
隷
の
沿
海
衡
の
軍
・
民
に
禁
令
を
出
し
、

ひ
そ
か
に
大
船
を
建
造
し
て
人
を
寄
せ
集
め
、
武
器
を
持
っ
て
下
海
し
て
盗

を
矯
さ
な
い
よ
う
に
さ
せ
た
。
敢
え
て
違
反
す
る
者
が
い
れ
ば
、
正
犯
は
極
刑
に
虚
し
、
家
属
は
遺
衡
に
護
成
す
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
海
禁
令
は
洪
武
十
四
年
(
一
三
八
一
)
か
ら
天
順
三
年
(
一
四
五
九
)
ま
で
の
約
八
十
年
間
に
九
回
護
令
さ
れ
て
お
り
、
平

均
す
る
と
九
年
に
一
度
の
割
合
で
下
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
洪
武
十
四
年
(
一
二
八
二
か
ら
建
丈
四
年
(
一
四
O
二
)
ま
で
の
四
回
と
、
永

栄
二
年
(
一
四
O
四
)
か
ら
天
順
三
年
(
一
四
五
九
)
ま
で
の
五
回
と
で
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
明
ら
か
に
方
針
を
異
に
す
る
。
今
か
り
に
市
舶
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司
廃
止
以
前
の
海
禁
令
を
第
一
期
と
規
定
し
、
こ
こ
に
翠
げ
た
前
回
者
を
第
二
期
、
後
五
者
を
第
三
期
と
し
て
整
理
す
れ
ば
、
お
よ
そ
次
の
よ

う
な
こ
と
が
い
え
る
だ
ろ
う
。

ま
ず
第
二
期
の
海
禁
令
(
①
l
④
)
は
、
そ
れ
ぞ
れ
傍
線
部
(
原
文
)
に
「
私
通
海
外
諸
園
」
「
往
往
交
通
外
番
、
私
易
貨
物
」
「
檀
出
海
輿
外

い
わ
ば
密
貿
易
の
取
締
り
が
強
調

園
互
市
」
「
往
往
私
自
下
番
、
交
通
外
圃
」
と
あ
る
よ
う
に
、
海
外
諸
国
と
の
交
易
を
問
題
と
し
て
お
り
、

さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
海
防
を
目
的
と
し
た
第
一
期
の
海
禁
令
と
遣
い
、
「
達
禁
下
海
」
律
の
趣
旨
が
前
面
に
打
ち
出
さ
れ
て
お
り
、
先

連
し
た
海
禁
の
饗
化
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
む
ろ
ん
こ
の
問
、
明
朝
は
海
防
を
な
お
ざ
り
に
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
海
防
に
全

勢
力
を
傾
注
し
て
い
た
こ
と
は
か
つ
て
指
摘
し
た
通
り
で
あ
る
。
明
朝
は
洪
武
二
十
年
前
後
に
島
瞬
、
部
の
全
住
民
を
大
陸
部
へ
移
住
さ
せ
、
沿

海
住
民
の
出
海
を
最
禁
し
て
海
上
勢
力
と
の
分
離
を
園
る
一
方
、
沿
海
地
域
に
多
数
の
城
塞
を
築
い
た
り
衛
所
を
増
置
し
て
軍
備
の
強
化
に
努

(

H

)

(

日
)

め
た
。
こ
れ
ら
の
措
置
に
よ
り
、
洪
武
朝
後
半
期
に
は
よ
う
や
く
海
上
の
混
乱
は
沈
静
化

L
、
園
初
以
来
の
懸
案
は
ひ
と
ま
ず
解
決
す
る
に
い

た
る
。
第
二
期
の
海
禁
令
が
密
貿
易
の
取
締
り
を
主
眼
と
で
き
た
の
も
、
こ
う
し
た
海
防
瞳
制
の
確
立
が
背
景
に
あ
っ
た
か
ら
だ
ろ
う
。

し
か
し
第
三
期
に
な
る
と
、
海
禁
令
(
⑤
l
⑨
)
の
内
容
に
再
び
間
変
化
が
現
れ
る
。
傍
線
部
(
原
文
)
に
「
交
通
外
国
、
因
而
馬
冠
」
「
檀
白

下
番
擾
害
外
夷
、
或
誘
引
矯
冠
」
「
私
通
外
夷
、
貿
易
番
貨
、
漏
世
事
情
、
及
引
海
賊
劫
掠
遺
地
者
」
「
駕
海
交
通
琉
球
園
、
招
引
矯
冠
」
「
私

造
大
船
、
糾
集
人
衆
、
携
軍
器
下
海
矯
盗
」
と
あ
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。

上
げ
な
が
ら
も
、
新
た
に
沿
海
部
で
の
略
奪
問
題
が
加
わ
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
密
貿
易
と
略
奪
行
矯
と
が
セ
ッ
ト
で
語
ら
れ
て
お
り
、
出

一
見
し
て
分
か
る
の
は
、
第
二
期
と
同
じ
く
密
貿
易
問
題
を
取
り

海
者
の
行
動
様
式
に
愛
化
の
生
じ
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。
史
料
で
は
「
瀕
海
居
民
」
「
官
員
・
軍
・
民
」
「
沿
海
居
民
」
「
沿
海
衛
軍
・
民
」

が
、
密
貿
易
の
延
長
上
で
略
奪
行
馬
を
働
い
た
り
、
外
来
勢
力
を
誘
っ
て
沿
海
部
を
襲
撃
す
る
な
ど
、
沿
海
住
民
と
略
奪
者
と
の
一
瞳
化
の
様

子
が
記
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
沿
海
住
民
は
自
ら
外
地
に
出
向
い
て
、
海
上
勢
力
と
結
託
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
中
園
近
海
で
結
託
し
た
従
前

の
住
民
に
比
べ
、
明
ら
か
に
行
動
範
園
が
掻
大
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
こ
う
し
た
現
象
は
第
一
期
・
第
二
期
に
も
存
在
し
た
栴
第
三
期
に
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至
っ
て
急
激
に
普
遍
化
し
た
こ
と
が
、
如
上
の
海
禁
令
の
内
容
と
な
っ
て
表
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
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先
に
市
舶
司
を
廃
止
し
た
時
賄
で
、
海
禁
は
「
達
禁
下
海
」
律
に
包
繍
さ
れ
た
と
述
べ
た
が
、
そ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
「
達
禁
下
海
」
律

が
海
防
を
も
捨
う
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
意
味
し
た
。
海
防
が
か
な
り
徹
底
し
て
い
た
第
二
期
は
さ
て
お
き
、
沿
海
住
民
の
行
動
形
態
に
建
化

の
見
ら
れ
る
第
三
期
に
な
る
と
、
海
防
の
た
め
に
も
海
禁
は
必
要
不
可
扶
と
な
る
。
第
三
期
の
海
禁
令
が
密
貿
易
の
延
長
上
に
略
奪
問
題
を
置

き
、
「
達
禁
下
海
」
律
で
取
締
ま
ろ
う
と
し
た
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。
し
か
し
、
も
と
も
と
密
貿
易
専
門
の
「
達
禁
下
海
」
律
で
海
防
を
論

じ
る
に
は
無
理
が
あ
り
、
武
器
の
携
行
ゃ
、
情
報
漏
洩
に
閲
す
る
規
定
だ
け
で
は
首
位
出
間
に
合
う
は
ず
も
な
い
。
取
締
り
を
強
化
す
る
に
は
新

た
な
法
が
必
要
で
、
こ
こ
に
明
朝
は
「
篠
例
」
の
制
定
を
通
し
て
問
題
の
解
決
を
試
み
る
。

『
明
律
』
の
候
丈
は
饗
更
が
許
さ
れ
ず
、
そ
の
不
備
を
補
う
た
め
に
随
時
保
例
が
制
定
さ
れ
、
律
と
同

知
ら
れ
る
よ
う
に
、
明
代
を
通
じ
て

等
の
債
値
を
持
つ
圃
家
の
根
本
法
規
と
し
て
通
行
し
た
。
第
三
期
の
海
禁
の
護
令
時
に
は
、
沿
海
部
の
「
軍
・
民
」
に
新
設
の
候
例
も
示
さ
れ

た
は
ず
だ
が
、
『
明
賓
録
』

の
記
載
か
ら
は
詳
し
く
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
わ
ず
か
に
そ
の
形
跡
が
認
め
ら
れ
る
の
が
、

一
つ
は
宣
徳
八
年

(
一
四
三
三
)
の
⑥
の
海
禁
令
で
あ
る
。
密
貿
易
を
告
愛
し
た
者
に
は
浸
牧
貨
物
の
五
割
を
輿
え
る
と
あ
り
、
「
達
禁
下
海
」
律
で
は
三
割
と
あ

る
か
ら
、
こ
れ
が
篠
例
に
よ
る
規
定
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
密
貿
易
の
あ
ま
り
の
横
行
か
ら
褒
賞
を
増
加
さ
せ
た
の
だ
ろ
う
。
今
一
つ

は
正
統
十
四
年
(
一
四
四
九
)
の
⑦
の
禁
令
で
、
こ
れ
以
前
、
略
奪
を
行
う
者
に
封
し
て
正
犯
は
極
刑
、
家
族
も
遺
衡
に
流
す
と
規
定
さ
れ
て

い
た
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
量
刑
は
「
達
禁
下
海
」
律
に
は
な
い
も
の
で
、
新
た
に
候
例
と
し
て
制
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
天
順
三
年

(
一
四
五
九
)
の
⑨
の
禁
令
は
、
そ
れ
を
敷
桁
さ
せ
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
。

第
三
期
の
海
禁
令
は
候
例
を
件
い
な
が
ら
、
密
貿
易
と
略
奪
の
取
締
り
を
主
眼
に
下
さ
れ
た
。
そ
れ
は
年
々
高
じ
る
海
境
の
混
乱
に
向
け
た
、

法
律
面
か
ら
の
明
朝
の
切
賓
な
封
鹿
策
で
あ
っ
た
。
し
か
し
天
順
三
年
の
⑨
の
禁
令
を
最
後
に
、
明
朝
は
い
わ
ゆ
る
海
禁
令
を
一
切
設
し
な
く

な
る
。
密
貿
易
が
な
く
な
り
略
奪
が
治
ま
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
事
貰
は
逆
で
あ
っ
た
。
む
し
ろ
沿
海
部
の
混
乱
は
つ
の
る
一
方
で
、
そ
れ
を

取
締
ろ
う
に
も
明
朝
は
そ
の
能
力
を
喪
失
し
、
十
分
に
封
鷹
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
の
が
貰
情
に
近
い
。
責
は
十
五
世
紀
も
半
ば
に
な
る
と
沿

海
衡
所
に
は
歓
員
が
目
立
ち
、
戦
船
や
武
器
も
老
朽
化
し
て
使
い
も
の
に
な
ら
ず
、
明
朝
の
海
防
瞳
制
は
弛
緩
し
て
ほ
と
ん
ど
麻
痔
状
態
と
な
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(
幻
)

っ
て
い
た
。
す
で
に
正
統
八
年
(
一
四
四
二
一
)
の
時
貼
で
、
「
幅
建
の
沿
海
備
倭
官
は
ぐ
ず
ぐ
ず
し
て
や
る
気
が
な
く
、
兵
士
も
綱
紀
が
弛
ん
で

(
日
目
)

軍
糧
は
歓
乏
し
、
賊
が
来
て
も
封
庭
で
き
な
か
っ
た
」
と
い
う
あ
り
さ
ま
で
は
、
海
禁
令
を
い
く
ら
出
し
て
も
放
果
の
ほ
ど
は
知
ら
れ
よ
う
。

こ
う
し
た
さ
な
か
、
従
来
の
密
貿
易
者
で
あ
る
「
軍
・
民
」
と
は
別
個
の
階
層
が
、
海
禁
の
不
備
を
突
い
て
密
貿
易
事
業
に
参
加
し
だ
す
。
よ

く
引
用
さ
れ
る
史
料
だ
が
、
『
東
西
洋
考
』
巻
七
、
銅
税
考
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

成
化
(
一
四
六
立
i
八
七
)
・
弘
治
(
一
四
八
八
1
一五
O
瓦
)
の
こ
ろ
、
豪
門
・
巨
室
の
中
に
は
巨
艦
に
乗
っ
て
海
外
と
貿
易
す
る
者
が
い

た
。
好
人
が
ひ
そ
か
に
そ
の
利
盆
の
穴
を
開
け
、
役
人
も
そ
の
利
権
を
公
然
と
取
り
上
げ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
首
初
は
ま
た
珍
奇

な
物
を
よ
う
や
く
享
受
す
る
程
度
で
あ
っ
た
が
、

し
ば
ら
く
す
る
と
互
い
に
引
っ
張
り
込
ん
で
乱
を
な
し
、
嘉
靖
に
至
っ
て
そ
の
弊
害
は

頂
黙
に
達
し
た
。

こ
こ
に
い
う
「
豪
門
・
巨
室
」
と
は
沿
海
部
の
有
力
屠
で
あ
り
、

い
わ
ゆ
る
後
に
「
郷
紳
」
と
呼
ば
れ
る
特
権
階
層
で
あ
る
。
天
順
を
経
て

成
化
・
弘
治
の
こ
ろ
に
な
る
と
、
沿
海
部
の
有
力
層
の
中
に
自
ら
船
を
仕
立
て
、
海
外
貿
易
に
乗
り
出
す
者
が
現
れ
た
わ
け
だ
。
こ
の
時
期
の

彼
ら
の
貰
態
に
は
不
明
な
酷
も
多
い
が
、
「
嘉
靖
大
倭
冠
」
に
つ
な
が
る
郷
紳
の
密
貿
易
に
つ
い
て
は
、
十
六
世
紀
を
中
心
に
さ
ま
ざ
ま
な
角

(
四
)

度
か
ら
研
究
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
萌
芽
は
、
す
で
に
十
五
世
紀
後
半
に
は
認
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

「
豪
門
・
巨
室
」
が
密
貿
易
に
乗
り
出
し
た
成
化
・
弘
治
時
代
は
、
明
代
史
の
中
で
は
一
つ
の
韓
換
期
に
あ
た
り
、
園
初
に
確
立
し
た
諸
制

度
に
も
疲
労
が
生
じ
て
、
一
吐
舎
の
気
風
に
も
壁
化
が
兆
し
だ
す
。
明
末
の
知
識
人
た
ち
の
認
識
に
よ
れ
ば
、
園
初
以
来
の
良
風
美
徳
は
成
化
・

(
却
)

弘
治
時
代
を
境
に
失
わ
れ
た
と
さ
れ
、
確
か
に
こ
の
時
代
に
は
衰
勢
の
珠
兆
が
現
れ
て
い
た
。
そ
う
し
た
動
き
に
釘
し
て
法
制
面
で
も
見
直
し

が
起
こ
り
、
明
朝
は
弘
治
十
三
年
に
今
ま
で
頒
布
し
た
多
く
の
候
例
中
か
ら
、
時
宜
に
か
な
う
箇
僚
を
選
捧
・
整
理
し
て
律
と
と
も
に
通
行
さ

い
わ
ゆ
る
律
の
補
足
規
定
の
「
間
刑
候
例
」
で
あ
る
。
首
候
例
の
「
達
禁
下
海
」
律
に
係
る
一
候
こ
そ
が
、
後
に
海
禁
の
定
義
と
さ
れ

せ
る
。

る
の
だ
が
、
「
問
刑
候
例
」
の
公
布
時
貼
で
は
海
禁
概
念
も
用
語
も
な
く
、
そ
の
形
成
に
は
な
お
数
十
年
を
費
や
さ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ

435 

の
理
由
は
何
故
な
の
か
。
そ
れ
を
検
討
す
る
前
に
、
「
問
刑
係
例
」
の
首
該
の
一
僚
に
つ
い
て
次
章
で
考
察
を
加
え
て
お
き
た
い
。
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一
二
、
「
達
禁
下
海
」
律
と
「
問
刑
傾
倒
」

明
代
の
「
問
刑
候
例
」
は
弘
治
十
三
年
(
一
五
O
O
)
、
嘉
靖
二
十
九
年
(
一
五
五
O
)
、
嘉
靖
三
十
四
年
(
一
五
五
五
)
の
編
纂
・
重
修
を
経

て
、
最
終
的
に
は
高
暦
十
三
年
(
一
五
八
五
)
に
三
百
八
十
二
僚
と
し
て
確
定
し
た
。
「
私
出
外
境
及
達
禁
下
海
」
律
に
封
す
る
「
弘
治
問
刑
候

例
」
は
全
部
で
九
候
あ
り
、
先
の
「
達
禁
下
海
」
に
闘
わ
る
問
題
の
一
僚
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

マ
ヌ

l

一
、
①
官
民
人
等
で
勝
手
に
一
一
楯
以
上
の
違
式
の
大
船
を
建
造
し
て
、
達
禁
の
貨
物
を
携
帯
し
て
下
海
し
、
番
固
に
行
っ
て
責
買
し
た
り
、

ひ
そ
か
に
海
賊
と
通
じ
て
グ
ル
に
な
っ
て
徒
黛
を
組
ん
で
い
る
者
、
及
び
手
先
(
欝
導
)
と
な
っ
て
良
民
を
劫
略
し
て
い
る
者
は
、
正
犯

は
極
刑
に
虚
し
、
全
家
は
遺
衡
に
護
し
て
軍
に
充
て
る
。
②
た
だ
下
海
の
人
を
雇
っ
て
大
船
を
貸
し
奥
え
、
番
貨
の
分
け
前
に
あ
ず
か
っ

て
い
る
者
、
及
び
大
船
は
建
造
し
た
こ
と
は
な
い
が
、
下
海
の
人
を
集
め
て
彼
ら
に
通
じ
番
貨
を
購
入
す
る
者
は
、
と
も
に
審
問
し
て
遺

衡
に
設
し
て
軍
に
充
て
る
。
③
下
海
の
人
を
捜
し
求
め
、
番
貨
が
到
着
す
る
と
ひ
そ
か
に
買
い
取
っ
て
販
買
す
る
者
の
中
で
、
蘇
木
・
胡

椴
が
一
千
斤
以
上
に
至
る
者
も
ま
た
、
審
問
し
て
遺
衛
に
設
し
て
軍
に
充
て
、
番
貨
は
官
に
浸
牧
す
る
。
④
小
民
で
車
施
の
小
船
を
操
り
、

海
遣
の
近
く
で
魚
や
蝦
を
捕
獲
し
た
り
、
柴
木
を
採
取
し
て
い
る
者
に
つ
い
て
は
、
巡
捕
の
官
や
旗
軍
の
兵
は
擾
害
す
る
こ
と
を
許
さ
な

い
(
①
J
④
の
数
字
は
引
用
者
)

0

本
候
例
は
全
睦
で
四
つ
の
段
落
に
分
か
れ
、
①
1
③
で
罪
拭
の
内
容
に
麿
じ
た
量
刑
を
示
す
と
と
も
に
、
最
後
に
④
で
取
締
り
に
嘗
た
っ
て
の

注
意
事
項
を
記
す
。
そ
の
特
徴
は
、
「
達
禁
下
海
」
の
律
丈
が
主
に
海
商
を
念
頭
に
制
定
さ
れ
て
い
た
の
に
封
し
、
「
官
民
人
等
」
の
あ
ら
ゆ
る

階
層
を
想
定
し
て
お
り
、
明
中
期
段
階
で
の
「
達
禁
下
海
」
者
の
複
雑
多
様
さ
を
裏
づ
け
る
。

ま
ず
①
は
「
違
禁
下
海
」
の
律
丈
の
趣
意
を
継
承
す
る
も
の
だ
が
、
密
貿
易
と
略
奪
行
局
の
一
睡
化
と
い
う
事
態
を
踏
ま
え
、
律
丈
に
は
な

か
っ
た
海
賊
と
の
結
託
行
震
が
量
刑
の
封
象
と
し
て
特
記
さ
れ
る
。
必
然
的
に
量
刑
も
加
重
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
内
容
は
前
掲
の
海
禁
令
⑦

⑨
で
確
認
し
た
も
の
で
あ
り
、
ま
さ
に
第
二
章
で
検
討
し
た
海
禁
令
の
愛
遷
の
結
末
が
、
こ
こ
に
凝
縮
さ
れ
て
い
る
と
見
て
よ
か
ろ
う
。
ま
た

十
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①
が
下
海
者
本
人
を
針
象
と
す
る
の
に
封
し
、
②
は
大
船
の
所
有
者
が
白
ら
下
海
す
る
の
で
は
な
く
、
「
下
海
の
人
」
を
雇
っ
て
密
貿
易
を
経

管
し
た
り
、
あ
る
い
は
持
ち
船
は
な
い
が
「
下
海
の
人
」
を
集
め
て
(
と
い
う
こ
と
は
資
金
援
助
を
し
て
て
密
貿
易
を
行
う
こ
と
へ
の
禁
令
で
あ

る
。
こ
の
場
合
、
①
と
②
が
匝
別
さ
れ
て
い
る
の
は
、
も
ち
ろ
ん
「
達
禁
下
海
」
の
形
態
の
遣
い
に
よ
る
が
、
そ
の
遣
い
に
こ
そ
明
中
期
の
特

徴
を
認
め
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

つ
ま
り
②
か
ら
窺
え
る
の
は
、
大
船
の
所
有
者
や
資
金
援
助
者
な
ど
、
①
の
「
官
民
人
等
」
に
は
一
般

化
で
き
な
い
沿
海
部
の
有
力
屠
の
撞
頭
で
あ
る
。
先
に
翠
げ
た
「
豪
門
・
巨
室
」
が
そ
れ
に
首
た
り
、
彼
ら
が
沿
海
部
で
濁
自
の
活
動
を
展
開

し
始
め
て
い
た
こ
と
が
こ
の
規
定
か
ら
確
認
で
き
る
。

同
様
の
饗
化
は
③
に
も
い
え
る
。
③
は
「
番
貨
」
が
中
固
に
も
た
ら
さ
れ
た
時
に
、
そ
れ
を
購
入
し
て
販
買
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
候
例
で

あ
る
。
そ
の
封
象
は
自
ら
「
達
禁
下
海
」
す
る
海
商
等
の
密
貿
易
者
で
は
な
く
、
自
分
は
下
海
せ
ず
に
本
土
側
に
い
て
、
宮
地
で
密
輸
品
を
受

け
取
る
海
商
以
外
の
密
貿
易
者
を
指
す
。
園
初
で
の
密
貿
易
の
具
瞳
的
な
形
態
は
不
明
だ
が
、
少
な
く
と
も
明
中
期
に
は
下
海
者
と
本
土
の
密

貿
易
者
会
一
民
家
門

-
R室
も
含
む
)
と
の
聞
に
連
携
が
生
ま
れ
、
中
国
園
内
で
の
密
輸
品
の
販
貰
路
が
し
だ
い
に
形
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ

ょ
う
。
ち
な
み
に
最
後
の
④
は
上
記
の
禁
令
と
異
な
り
、
漁
民
が
近
海
に
出
漁
し
た
際
に
、
巡
捕
の
官
等
が
不
首
な
取
締
り
を
行
わ
な
い
よ
う

(
幻
)

に
命
じ
た
も
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
「
達
禁
下
海
」
律
に
附
さ
れ
た
「
弘
治
問
刑
候
例
」

の
一
僚
か
ら
、
十
五
世
紀
末
の
沿
海
部
の
(
貫
情
の
一
端
を
謹
み
取
る

こ
と
が
で
き
た
。
こ
の
禁
令
は
さ
ら
に
時
代
を
経
る
こ
と
に
よ
り
、
最
柊
的
に
は
「
高
暦
問
刑
係
例
」
で
次
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
る
。

一
、
凶
凡
そ
沿
海
に
て
下
海
す
る
船
隻
で
、
競
票
・
丈
引
を
も
っ
て
出
洋
を
許
さ
れ
た
も
の
以
外
に
、
①
姦
豪
・
勢
要
お
よ
び
官
民
人
等
で

勝
手
に
二
施
以
上
の
達
式
の
大
船
を
建
造
し
て
、
達
林
一
市
の
貨
物
を
携
帯
し
て
下
海
し
、
番
固
に
行
っ
て
責
買
し
た
り
、
ひ
そ
か
に
海
賊
と

通
じ
て
グ
ル
に
な
っ
て
徒
黛
を
組
ん
で
い
る
者
、
及
び
手
先
(
轡
導
)
と
な
っ
て
良
民
を
劫
略
し
て
い
る
者
は
、
正
犯
は
「
謀
反
己
行
」

律
に
照
ら
し
て
斬
刑
に
虚
し
、
そ
の
上
で
晒
し
首
に
し
て
衆
に
一
不
し
、
全
家
は
遺
衛
に
註
し
て
軍
に
充
て
る
。
倒
前
項
の
海
船
を
建
造
し

437 

て
夷
人
に
責
輿
し
て
利
盆
を
園
る
者
は
、
「
私
特
権
山
禁
軍
器
下
海
、
因
而
走
世
事
情
」
律
に
準
擦
し
て
、
首
た
る
者
は
斬
に
庭
し
、
従
た
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る
者
は
遺
衡
に
護
し
て
軍
に
従
わ
せ
る
。
②
た
だ
下
海
の
人
を
雇
っ
て
大
船
を
貸
し
奥
え
、
番
貨
の
分
け
前
に
あ
ず
か
っ
て
い
る
者
、
及

ぴ
大
船
は
建
造
し
た
こ
と
は
な
い
が
、
下
海
の
人
を
集
め
て
彼
ら
に
通
じ
番
貨
を
購
入
す
る
者
は
、
③
下
海
の
人
を
捜
し
求
め
、
番
貨
が

到
着
す
る
と
ひ
そ
か
に
蘇
木
・
胡
板
一
千
斤
以
上
を
買
い
取
っ
て
販
買
す
る
者
と
と
も
に
、
遺
衡
に
護
し
て
軍
に
充
て
、
香
貨
は
官
に
浸

牧
す
る
。
④
小
民
で
車
施
の
小
船
を
操
り
、
執
照
を
給
せ
ら
れ
て
海
遣
の
近
く
で
魚
を
捕
獲
し
た
り
、
柴
を
採
取
し
て
い
る
者
に
つ
い
て

は
、
巡
捕
の
官
軍
は
擾
害
す
る
こ
と
を
許
さ
な
い
。

「
寓
暦
問
刑
保
例
」
の
規
定
を
「
弘
治
問
刑
候
例
」
と
比
べ
た
場
合
、
①
l
④
の
箇
所
は
や
や
詳
細
に
は
な
っ
て
い
る
が
、
基
本
的
に
は
同

丈
で
あ
る
。
新
た
に
加
え
ら
れ
た
の
は
凶
倒
の
傍
線
部
分
で
あ
り
、

そ
こ
に
弘
治
か
ら
寓
暦
へ
の
饗
化
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
ず
凶

に
「
競
票
・
丈
引
を
も
っ
て
出
洋
を
許
さ
れ
た
」
と
あ
る
の
は
、
「
高
暦
問
刑
係
例
」
が
海
禁
の
緩
和
さ
れ
た
後
に
出
さ
れ
た
法
令
で
あ
る
こ

と
に
よ
る
。
十
六
世
紀
中
葉
の
海
防
瞳
制
再
建
へ
の
試
み
と
そ
の
失
敗
(
後
通
)
、
そ
れ
に
績
く
「
嘉
靖
大
倭
冠
」
を
経
験
し
た
明
朝
は
、
隆

慶
元
年
(
一
五
六
七
)
前
後
に
一
帽
建
の
津
州
月
港
を
開
放
し
て
、
中
園
商
人
の
日
本
を
除
く
海
外
諸
国
へ
の
出
海
を
容
認
す
る
。
「
競
票
・
丈

(
幻
)

引
」
は
出
海
商
人
に
輿
え
ら
れ
た
出
海
許
可
謹
で
あ
り
、
そ
れ
を
所
持
し
な
い
も
の
は
す
べ
て
「
達
禁
下
海
」
と
み
な
さ
れ
た
わ
け
だ
。
ま
た

同
は
海
船
の
「
夷
人
」
へ
の
販
責
を
禁
止
す
る
篠
項
だ
が
、
そ
れ
が
依
援
す
る
「
私
将
磨
禁
軍
器
下
海
、
因
而
走
世
事
情
」
律
と
は
、
「
達
禁

下
海
」
律
の
本
文
の
一
節
に
他
な
ら
な
い
。
軍
器
の
輸
出
を
律
丈
で
最
禁
し
な
が
ら
、
重
複
を
い
と
わ
ず
に
候
例
と
し
た
の
は
、
軍
器
と
し
て

の
海
船
の
重
要
性
と
危
険
性
か
ら
で
あ
ろ
う
。
な
お
こ
こ
に
い
う
「
夷
人
」
と
は
主
に
日
本
人
を
指
し
、
一
帽
建
地
方
で
改
造
さ
れ
た
海
船
が
日

(
お
)

本
に
密
宣
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
嘉
靖
年
聞
の
史
料
か
ら
も
窺
え
る
。
お
そ
ら
く
そ
う
し
た
朕
況
が
額
著
に
な
っ
て
き
た
こ
と
か
ら
、
同
刑
係

例
と
し
て
あ
ら
た
め
て
規
定
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

「
弘
治
問
刑
候
例
」
と
ほ
ぼ
同
文
の
①
1
④
に
つ
い
て
も
、
「
高
暦
問
刑
候
例
」
な
ら
で
は
の
特
徴
が
現
れ
て
い
る
。
①
の
官
頭
が
「
官
民

人
等
」
か
ら
「
姦
豪
・
勢
要
及
軍
民
人
等
」
に
饗
化
し
て
い
る
の
も
そ
の
一
つ
で
あ
る
。
「
弘
治
問
刑
候
例
」
で
は
②
の
封
象
に
す
ぎ
な
か
っ

た
「
豪
門
・
巨
室
」
が
、
「
姦
豪
・
勢
要
」
と
呼
ば
れ
て
①
の
分
野
に
も
進
出
し
て
い
る
こ
と
が
看
取
で
き
る
。
十
五
世
紀
末
段
階
で
は
「
下
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海
の
人
」
を
雇
っ
て
密
貿
易
を
行
う
も
の
と
さ
れ
た
彼
ら
が
、
濁
自
に
貿
易
に
乗
り
出
し
て
い
た
誼
左
で
あ
り
、
郷
紳
層
の
密
貿
易
へ
の
闘
わ

り
が
進
展
し
た
こ
と
を
音

(
川
江
品
)

可
誼
の
「
執
照
」
が
輿
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
結
果
で
あ
ろ
う
。

弘
治
と
高
暦
の
雨
「
問
刑
候
例
」
の
聞
に
は
八
十
五
年
の
懸
隔
が
あ
り
、
沿
海
部
の
賦
況
の
嬰
化
に
封
躍
し
て
、
保
例
の
内
容
に
も
以
上
の

よ
う
な
相
遣
が
見
ら
れ
た
。
た
だ
し
、
こ
の
相
違
は
時
代
の
経
過
に
基
づ
く
部
分
的
修
正
と
い
っ
て
よ
く
、
せ
い
ぜ
い
複
雑
化
し
た
密
貿
易
や

凶
暴
化
し
た
密
貿
易
者
に
釘
し
て
、
法
的
整
備
を
行
っ
た
に
す
ぎ
な
い
。
む
し
ろ
重
要
な
の
は
、
明
中
期
の
弘
治
年
聞
に
初
め
て
「
問
刑
候

例
」
が
制
定
さ
れ
、
第
三
期
に
頒
布
さ
れ
た
各
候
例
の
総
括
が
行
わ
れ
た
貼
に
あ
る
。
「
弘
治
問
刑
篠
例
」
の
制
定
で
園
家
の
海
洋
へ
の
取
り

組
み
は
再
確
認
さ
れ
、
こ
こ
に
密
貿
易
の
取
締
り
と
海
防
の
一
睡
化
は
正
式
に
法
的
根
振
を
得
て
、
海
禁
の
指
針
と
し
て
示
さ
れ
た
と
い
え
る
。

そ
の
意
味
で
は
「
弘
治
問
刑
候
例
」
の
制
定
こ
そ
海
禁
概
念
形
成
の
出
護
酷
で
あ
り
、
後
に
こ
の
規
定
が
海
禁
の
定
義
と
さ
れ
た
の
も
う
な
ず

け
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
れ
を
契
機
に
海
禁
の
方
針
が
明
示
さ
れ
た
わ
け
で
、
時
代
は
概
念
形
成
に
向
け
て
第
四
期
に
移
行
し
た
と
み
な
す

こ
と
も
可
能
だ
ろ
う
。

「
弘
治
問
刑
候
例
」
の
制
定
に
は
以
上
の
よ
う
な
意
義
が
あ
る
と
し
て
、
こ
こ
で
あ
ら
た
め
て
指
摘
し
た
い
の
は
、
『
明
律
」
や
「
間
刑
候

例
」
の
候
丈
に
ま
っ
た
く
「
海
禁
」
と
い
う
言
葉
が
見
出
せ
な
い
事
賓
で
あ
る
。
こ
れ
は
『
明
律
』
を
継
承
す
る

『
清
律
」
も
同
様
で
、
明
清

時
代
を
通
じ
て
律
お
よ
び
僚
例
で
は
海
禁
と
い
う
用
語
が
使
用
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
「
は
じ
め
に
」
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
海
禁
と
い
う
用

語
を
明
朝
が
公
式
に
用
い
る
の
は
、
「
寓
暦
問
刑
候
例
」
の
二
年
後
に
刊
行
さ
れ
た

『
寓
暦
大
明
曾
典
」
(
一
瓦
八
七
年
刊
)
が
最
初
で
あ
る
。

同
書
巻
二
三
二
、
兵
部
十
五
、
鎮
成
七
、
各
鎮
通
例
に
「
海
禁
」
と
い
う
項
目
を
立
て
、
「
弘
治
問
刑
候
例
」
の
首
該
の
一
僚
を
引
い
て
海
禁

の
定
義
と
す
る
。
以
後
、
こ
の
惇
統
は
清
代
の
「
舎
典
」
に
も
受
け
継
が
れ
、
海
禁
は
よ
り
詳
細
に
定
義
さ
れ
て
、
園
家
の
基
本
方
針
と
し
て

遵
守
さ
れ
て
い
く
。

439 

こ
の
場
合
、
海
禁
と
い
う
用
語
が
明
清
時
代
を
通
じ
て
、
律
と
係
例
に
は
一
切
登
場
す
る
こ
と
な
く
、
「
舎
典
」

の
中
で
の
み
使
用
さ
れ
て
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い
る
の
は
象
徴
的
で
あ
る
。
『
明
律
』
お
よ
び
そ
れ
を
踏
襲
し
た

『
清
律
』

で
は
、
律
丈
は
永
久
不
壁
の
根
本
法
規
で
あ
る
た
め
、
「
達
禁
下

海
」
の
概
念
は
そ
の
ま
ま
僚
例
を
も
規
定
し
た
。
園
家
の
海
洋
統
制
に
闘
わ
る
違
反
行
震
は
、
す
べ
て
「
達
禁
下
海
」
の
範
轄
で
括
ら
れ
た
の

で
あ
る
。
こ
の
事
買
は
「
達
禁
下
海
」
と
「
海
禁
」
と
が
、
本
来
ま
っ
た
く
別
次
元
の
用
語
で
あ
っ
た
こ
と
示
唆
し
よ
う
。

つ
ま
り
、
律
は
犯

罪
行
篇
に
封
す
る
量
刑
の
基
準
で
あ
り
、
そ
の
覗
黙
は
常
に
違
反
行
矯
の
古
事
者
に
置
か
れ
て
い
る
。
「
達
禁
下
海
」
と
は
「
達
禁
下
海
」
と

い
う
違
反
行
馬
お
よ
び
そ
の
首
事
者
を
指
し
、
そ
れ
に
釘
す
る
量
刑
の
根
擦
が
律
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
限
り
で
、
「
達
禁
下
海
」
は
あ

く
ま
で
も
律
に
基
づ
く
法
律
用
語
と
理
解
し
て
よ
い
。

他
方
、
海
禁
と
い
う
言
葉
は
「
曾
典
」
に
初
め
て
登
場
し
た
こ
と
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
園
家
の
政
策
と
し
て
の
意
味
合
い
が
色
濃
く
附

加
さ
れ
て
い
る
。
も
と
も
と
「
舎
典
」
は
律
と
達
っ
て
法
律
で
は
な
く
、
王
朝
全
睦
の
園
制
総
覧
と
も
言
え
、
王
朝
支
配
の
あ
る
段
階
で
、
既

(
お
)

存
の
制
度
・
規
則
を
瞳
系
的
に
集
成
し
た
も
の
で
あ
る
。
海
禁
は
法
律
用
語
の
「
違
禁
下
海
」
と
異
な
り
、
法
令
を
含
む
海
洋
統
制
策
全
般
に

(
お
)

の
海
禁
の
項
に
は
、
「
達
禁
下
海
」
の
候
例
ば
か
り
か
海
禁
の
施
行
細
則
も
あ
り
、
律
に
比

わ
た
る
政
策
用
語
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
「
舎
典
」

べ
て
そ
の
内
容
は
は
る
か
に
多
様
性
に
富
む
。
し
か
も
、
園
制
総
覧
と
い
う
「
舎
典
」
の
性
格
上
、
編
纂
に
嘗
た
っ
て
は
嘗
然
の
こ
と
な
が
ら

時
の
政
府
の
政
策
的
意
園
が
反
映
さ
れ
ざ
る
を
得
な
い
。
『
寓
暦
舎
血
ハ
』
も
そ
の
例
に
漏
れ
ず
、
こ
の
と
き
海
洋
統
制
に
闘
す
る
制
度
・
法
令

は
海
禁
と
い
う
用
語
で
統
一
さ
れ
、
園
家
の
政
策
と
し
て
規
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

で
は
、
何
故
『
高
暦
舎
典
』
に
至
っ
て
新
た
に
海
禁
と
い
う
項
目
が
設
け
ら
れ
た
の
か
。
そ
こ
に
は
ど
の
よ
う
な
政
策
的
意
圃
が
込
め
ら
れ

て
い
た
の
か
。

四
、
封
概
念
と
し
て
の
遺
禁
と
海
禁

海
禁
と
い
う
用
語
の
公
的
使
用
は

『
高
暦
大
明
曾
典
」
が
最
初
だ
と
遮
べ
た
が
、
明
代
の
今
一
つ
の
舎
典
で
あ
る

「
正
徳
合
血
ハ
』
に
も
「
弘
治
問
刑
候
例
」
の
先
の
一
僚
が
引
か
れ
る
が
、
そ
こ
で
は

『
正
徳
大
明
曾
典
』
(

五

一
年
刊
)
に
は
ど
う
記
載
さ
れ
て
い
る
の
か
。
賓
は

十

「
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い
ま
だ
「
海
禁
」
と
い
う
項
目
は
設
け
ら
れ
て
い
な
い
。
同
候
例
は
同
書
巻
一

一
O
、
兵
部
五
、
鎮
成
の
候
に
、
弘
治
十
三
年
に
奏
准
さ
れ
た

備
遺
策
の
一
つ
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
十
六
世
紀
初
頭
に
は
、
海
禁
と
い
う
概
念
が
未
成
熟
で
あ
っ
た
こ
と
を
傍
詮
す
る
も

の
で
、
こ
の
事
賓
は
正
徳
(
一
五
O
六
!
一
一
一
)
と
寓
暦
(
一
五
七
一
一
了
一
六
二
O
)
の
聞
の
嘉
靖
年
間
(
一
五
二
二
l
六
六
)
を
中
心
に
、
海
禁
概

念
が
形
成
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
し
よ
う
。
確
か
に
嘉
靖
年
聞
に
な
る
と
、
官
僚
の
上
奏
土
議
論
の
中
に
海
禁
と
い
う
用
語
が
頻
出
し
、
多
く
の

知
識
人
が
海
禁
に
闘
心
を
注
い
で
い
た
こ
と
を
裏
づ
け
る
。
『
明
(
貫
録
』
の
中
に
海
禁
と
い
う
用
語
が
登
場
す
る
の
は
、
正
徳
十
六
年
の
兵
部

尚
書
彰
淳
の
上
奏
を
除
け
ば
、
す
べ
て
十
六
世
紀
宇
ば
の
嘉
靖
二
十
年
代
以
降
の
こ
と
で
あ
る
。

十
六
世
紀
初
頭
と
中
葉
と
で
こ
の
よ
う
な
遣
い
を
生
み
出
し
た
裏
に
は
、
首
然
の
こ
と
な
が
ら
首
時
の
沿
海
部
で
の
情
勢
の
愛
化
を
想
定
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
で
に
成
化
・
弘
治
年
聞
を
境
に
額
在
化
し
て
い
た
密
貿
易
は
、
十
六
世
紀
に
入
る
と
沿
海
部
の
郷
紳
層
の
参
書
一
も
あ

っ
て
急
激
に
掻
大
し
、
一
種
の
交
易
ブ
l
ム
が
到
来
し
た
。
多
く
の
中
園
人
が
海
外
に
出
向
い
て
密
貿
易
に
従
事
す
る
一
方
、
中
園
の
東
南
沿

海
部
に
は
日
本
・
琉
球
・
東
南
ア
ジ
ア
、
果
て
は
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
も
交
え
た
密
貿
易
の
撮
黙
が
形
成
さ
れ
た
。
忠
則
江
舟
山
の
襲
値
(
港
や
一
唱
建
淳

州
の
月
港
は
、
民
族
混
交
の
国
際
商
場
と
し
て
大
い
に
賑
わ
っ
た
。
交
易
ブ
l
ム
の
背
景
に
は
中
国
と
海
外
諸
国
壁
方
の
事
情
が
あ
り
、
中
国

は
諸
外
園
の
も
た
ら
す
銀
を
、
海
外
諸
国
は
中
園
で
生
産
さ
れ
る
商
品
を
、
と
も
に
渇
望
し
た
黙
に
ま
ず
そ
の
原
因
が
求
め
ら
れ
る
。
も
ち
ろ

ん
、
そ
れ
を
後
押
し
し
た
の
は
中
国
園
内
の
商
品
経
済
の
設
展
と
商
業
化
の
奔
流
で
あ
り
、
周
遺
諸
国
の
貿
易
熱
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
東
方
進

出
と
相
侯
っ
て
、
か
つ
て
な
い
ほ
ど
の
交
易
ブ

1
ム
を
招
来
し
た
。
加
え
て
そ
れ
を
取
締
ま
る
べ
き
海
防
盟
制
は
す
で
に
崩
壊
寸
前
で
あ
り
、

(
お
)

官
・
軍
と
密
貿
易
者
と
の
馴
れ
合
い
が
蔓
延
し
て
い
る
拭
況
下
で
は
、
海
禁
は
ザ
ル
漏
れ
同
然
で
ほ
と
ん
ど
麻
庫
肱
態
で
あ
っ
た
と
い
う
し
か

ご、‘。

手
句
、

νこ
の
事
態
の
解
決
に
向
け
て
、
明
朝
は
嘉
靖
二
十
六
年
(
一
瓦
四
七
)
に
街
江
巡
撫
兼
一
耐
建
海
道
提
督
軍
務
の
朱
統
を
東
南
沿
海
部
に
汲
遣

(
却
)

し
、
海
禁
の
徹
底
強
化
と
海
防
の
再
建
を
命
じ
た
。
朱
統
は
一
柏
建
と
崩
江
で
雨
面
作
戦
を
展
開
し
つ
つ
、
翌
二
十
七
年
に
壁
慎
港
を
攻
撃
し
て

441 

密
貿
易
者
を
掃
討
す
る
と
、
港
湾
に
石
や
大
木
を
沈
め
て
慶
港
に
し
、
彼
ら
に
壊
滅
的
な
打
撃
を
輿
え
た
。
し
か
し
、
密
貿
易
で
潤
っ
て
い
た

十
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442 

沿
海
部
郷
紳
暦
の
朱
紘
へ
の
反
護
は
強
く
、
彼
ら
の
中
央
へ
の
裏
工
作
も
あ
っ
て
朱
紘
は
失
脚
、
失
音
却
の
内
に
服
毒
自
殺
を
遂
げ
た
こ
と
で
、

沿
海
地
帯
は
再
び
元
の
状
況
に
戻
っ
て
し
ま
う
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
朱
紘
の
死
を
契
機
に
密
貿
易
者
の
多
く
は
凶
暴
化
し
、
日
本
人
や
ボ
ル
ト

ガ
ル
人
を
誘
っ
て
略
奪
を
開
始
し
た
も
の
だ
か
ら
、
沿
海
部
は
未
曾
有
の
騒
動
に
巻
き
込
ま
れ
て
し
ま
っ
た
。
密
貿
易
者
と
海
賊
と
の
一
躍
化

し
た
「
後
期
倭
冠
」
の
跳
梁
、

い
わ
ゆ
る
「
嘉
靖
大
倭
冠
」
の
時
代
の
到
来
で
あ
る
。

お
よ
び
倭
冠
の
猛
威
に
直
面
し
て
、
首
時
の
官
僚
・
知
識
人
た
ち
の
聞
で
は
に
わ
か
に
海
洋
論

議
が
活
護
化
す
る
。
「
控
室
町
海
(
海
洋
針
策
)
論
争
」
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
こ
の
論
議
は
、
お
そ
ら
く
中
園
史
上
最
初
の
海
洋
統
制
を
め
ぐ
る
論
争
で

海
防
鰹
制
の
破
綻
に
件
、
つ
密
貿
易
の
横
行
、

あ
り
、
そ
の
論
酷
は
大
き
く
二
貼
に
集
約
さ
れ
る
。

一
つ
は
、
崩
壊
し
た
海
防
瞳
制
を
い
か
に
し
て
再
確
立
す
る
か
と
い
う
問
題
。
二
つ
に
は
、

民
間
人
の
出
海
を
容
認
す
べ
き
か
否
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
雨
者
は
密
接
に
連
関
し
て
お
り
、
後
者
の
論
争
も
、

い
ず
れ
が
海

防
に
有
利
で
あ
る
か
を
め
ぐ
っ
て
展
開
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
大
別
す
れ
ば
、
出
海
容
認
抵
は
出
海
禁
止
の
措
置
こ
そ
密
貿
易
者
の
輩
出
に

つ
な
が
り
、
そ
の
彼
ら
が
倭
冠
に
轄
じ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
む
し
ろ
出
海
を
許
し
て
海
洋
の
安
定
を
園
る
べ
き
だ
と
す
る
。
一
方
、
反
封
抵
は

(
別
)

出
海
を
許
せ
ば
華
夷
の
匝
別
が
な
く
な
り
沿
海
部
は
一
層
混
乱
す
る
た
め
、
逆
に
出
海
の
取
締
り
を
強
化
す
べ
き
だ
と
い
う
。
客
観
的
に
見
れ

ば
前
者
に
分
が
あ
る
の
は
明
ら
か
だ
が
、
首
時
に
あ
っ
て
は
園
初
以
来
の
組
法
の
否
定
に
つ
な
が
る
だ
け
に
、
惇
統
的
海
防
観
に
立
つ
後
者
の

見
解
を
な
か
な
か
覆
す
に
は
い
た
ら
な
か
っ
た
。

「
誇
海
論
争
」
の
さ
な
か
、
論
者
が
さ
か
ん
に
口
に
し
た
の
が
「
園
初
寸
板
不
許
下
海
(
園
初
、
寸
板
も
下
海
す
る
を
許
さ
ず
)
」
と
い
う
有
名

な
文
言
と
、
「
下
海
通
番
(
通
番
下
海
)
」
と
い
う
常
套
句
で
あ
る
。
前
者
の
「
園
初
」
が
洪
武
帝
の
治
世
を
指
す
の
は
明
ら
か
で
、
圃
初
の
海

禁
が
極
め
て
最
格
で
あ
っ
た
と
い
う
事
責
は
、
出
海
容
認
振
か
反
封
一
ほ
か
を
問
わ
な
い
共
通
し
た
認
識
で
あ
っ
た
。
海
演
の
古
老
に
よ
る
惇
承

(
沼
)

と
さ
れ
る
こ
の
文
言
は
、
多
分
に
誇
張
さ
れ
た
嫌
い
が
な
く
も
な
い
が
、
ま
っ
た
く
根
擦
の
な
い
も
の
で
は
も
ち
ろ
ん
な
い
。
明
朝
が
洪
武
二

十
年
前
後
に
徹
底
し
た
海
禁
策
を
推
進
し
た
こ
と
は
、
す
で
に
第
二
章
で
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
そ
の
血
厳
格
さ
が
な
か
ば
惇
説
化
し
て
、
上
記

の
丈
言
を
生
み
出
し
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。
問
題
は
、
む
し
ろ
そ
の
丈
言
を
こ
と
さ
ら
強
調
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
、
十
六
世
紀
中
葉
の
現

十
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賓
に
あ
る
。
論
者
の
意
識
を
明
初
に
駆
り
立
て
た
そ
の
要
因
こ
そ
、
「
寸
板
不
許
下
海
」
と
は
裏
腹
の
「
下
海
通
番
」
の
横
行
す
る
沿
海
部
の

現
(
貫
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。

論
者
の
議
論
に
頻
出
す
る
「
下
海
通
番
」
と
い
う
一
言
葉
に
は
、
か
つ
て
の
「
達
禁
下
海
」
の
原
義
に
は
な
い
特
別
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
含
ま
れ

て
い
る
。
例
え
ば
林
俊
『
見
素
集
奏
議
』
巻
六
、
正
達
禁
番
貨
資
縁
給
主
疏
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

現
行
の
係
例
を
考
察
す
る
に
、
通
番
下
海
し
て
責
買
や
劫
掠
を
す
れ
ば
、
正
犯
は
死
罪
に
庭
し
、
全
家
は
遺
衛
に
て
軍
に
充
て
る
と
の
僚

丈
が
あ
る
。
蘇
木
・
胡
搬
を
千
斤
以
上
買
い
取
れ
ば
、
遺
衡
に
て
軍
に
充
て
、
貨
物
は
官
に
浸
牧
す
る
と
の
候
丈
が
あ
る
。
中
固
と
外
国

と
を
最
格
に
匿
別
し
、
繭
乱
の
兆
す
こ
と
を
禁
じ
る
た
め
で
あ
る
。

見
て
の
通
り
、
「
達
禁
下
海
」
律
に
係
る
「
弘
治
問
刑
候
例
」
の
く
だ
ん
の
一
僚
を
取
り
上
げ
、
そ
こ
に
記
さ
れ
た
沿
海
住
民
の
出
海
行
矯

を
「
通
番
下
海
」
と
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
下
海
通
番
(
通
番
下
海
)
」
と
い
う
言
葉
が
「
達
禁
下
海
」
律
に
い
う
車
な
る
商
人
の
違
禁

貿
易
で
は
な
く
、
沿
海
部
の
あ
ら
ゆ
る
階
層
の
密
貿
易
、
お
よ
び
略
奪
行
詩
を
合
意
し
て
い
る
の
は
明
ら
か
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
現
象
白
樫
、

決
し
て
十
六
世
紀
に
特
有
の
も
の
で
は
な
い
が
、
普
遍
化
・
常
態
化
が
一
段
と
進
ん
だ
賭
で
従
前
と
は
は
っ
き
り
様
相
を
異
に
す
る
。
誰
も
が

容
易
に
こ
ぞ
っ
て
下
海
し
、
密
貿
易
や
略
奪
に
勘
む
昔
時
の
賦
況
が
、
「
達
禁
下
海
」
に
代
わ
る
「
下
海
通
番
」
と
い
う
言
葉
を
生
み
出
し
た

の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
「
達
禁
下
海
」
が
十
四
世
紀
的
な
用
語
で
あ
る
の
に
封
し
、
「
下
海
通
番
」
は
や
は
り
十
六
世
紀
的
な
用
語
だ
と

み
な
し
て
よ
か
ろ
う
。の

横
行
に
悩
む
「
善
海
論
争
」
の
古
事
者
に
は
、
明
初
と
い
う
時
代
は
「
寸
板
不
許
下
海
」
の
方
針
の
も
と
、
「
下
海
通
番

(
お
)

の
禁
」
が
徹
底
し
た
時
代
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
た
。
た
だ
し
、
出
海
容
認
振
は
明
初
の
政
策
に
理
解
を
示
し
つ
つ
も
、
明
初
の
再
現
は
時
代
錯

「
下
海
通
番
」

誤
だ
と
し
て
、
「
下
海
通
番
の
禁
」
の
緩
和
を
要
求
す
る
。
他
方
、
反
封
抵
は
明
初
の
再
現
を
め
ざ
し
て
、
「
下
海
通
番
の
禁
」
の
徹
底
を
強
調

し
た
。
雨
抵
の
主
張
は
政
策
を
め
ぐ
っ
て
員
つ
向
か
ら
針
立
す
る
も
の
で
、
論
争
の
過
程
で
「
下
海
通
番
の
禁
」
と
同
義
の
「
海
禁
」
と
い
う

443 

用
語
が
論
者
の
中
で
し
だ
い
に
定
着
し
て
い
く
。
彼
ら
に
と
り
明
初
は
海
禁
が
最
も
有
数
に
機
能
し
た
時
代
で
あ
り
、
そ
の
海
禁
を
海
洋
の
安
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定
に
向
け
て
い
か
に
現
代
に
賓
現
す
る
か
が
最
大
の
テ

1
マ
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
「
下
海
通
番
の
禁
」
に
ま
つ
わ
る
政
策
論
争
を
通
じ
て
、
日

前
の
課
題
を
明
初
に
投
影
さ
せ
つ
つ
海
禁
と
い
う
概
念
(
用
語
)
を
生
み
出
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
海
禁
と
い
う
言
葉
は
、
ど
の
時
代
に

も
見
ら
れ
る
車
な
る
出
海
規
制
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
十
六
世
紀
の
「
下
海
通
番
」
と
い
う
現
賓
を
背
景
に
、
そ
れ
を
内
在
さ
せ
て
概

念
化
さ
れ
た
歴
史
的
用
語
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
本
稿
の
「
は
じ
め
に
」
で
海
禁
は
十
六
世
紀
的
な
歴
史
的
用
語
だ
と
述
べ
た

(
出
)

の
は
、
ま
さ
し
く
こ
の
事
賓
を
指
す
。

た
だ
、
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
、
山
海
禁
概
念
は
決
し
て
「
馨
海
論
争
」
だ
け
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
第
一
章
で

検
討
し
た
「
私
出
外
境
及
達
禁
下
海
」
律
の
内
、
前
者
の
「
私
出
外
境
」
律
は
、
主
に
モ
ン
ゴ
ル
と
の
関
係
を
想
定
し
て
制
定
さ
れ
た
と
指
摘

し
た
。
す
で
に
園
初
段
階
で
見
ら
れ
た
モ
ン
ゴ
ル
と
の
密
貿
易
や
機
密
の
漏
洩
に
封
し
、
そ
の
防
止
を
目
的
に
設
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
そ
の
後
の
経
過
は
東
南
沿
海
部
に
封
す
る
「
達
禁
下
海
」
律
と
同
様
、
北
遣
の
状
況
の
壁
化
に
十
分
に
釘
鷹
す
る
こ
と
が
で
き
な
か(

お
)

っ
た
。
遺
境
守
備
軍
の
武
器
等
の
達
禁
貨
物
の
交
易
は
年
々
額
著
と
な
り
、
遺
境
民
の
長
城
を
越
境
し
て
の
貿
易
行
矯
も
跡
を
絶
た
な
か
っ
た
。

明
朝
は
そ
れ
に
封
廃
す
る
た
め
に
、
次
々
と
候
例
を
制
定
し
て
彼
ら
の
行
動
の
歯
止
め
に
躍
起
に
な
る
。
東
南
沿
海
部
と
北
遺
地
帯
は
相
互
に

連
動
す
る
か
の
よ
う
に
、
華
夷
混
交
の
無
法
地
帯
の
様
相
を
呈
し
始
め
た
わ
け
だ
。

明
と
モ
ン
ゴ
ル
と
の
関
係
が
最
も
緊
張
し
た
の
は
、
正
統
十
四
年
(
一
四
四
九
)
の
土
木
の
饗
を
除
け
ば
、

い
う
ま
で
も
な
く
十
六
世
紀
中

葉
の
こ
と
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
「
北
虜
南
倭
」
の
騒
擾
で
あ
り
、
東
南
沿
海
部
の
後
期
倭
冠
と
並
ん
で
、
北
遣
で
は
モ
ン
ゴ
ル
の
侵
犯
が
相
次

い
だ
。
明
は
南
北
の
難
敵
に
さ
ら
さ
れ
封
磨
に
苦
慮
す
る
が
、
賓
は
こ
の
混
乱
の
裏
に
は
南
北
の
遺
境
地
帯
で
急
激
に
高
ま
る
交
易
ブ
l
ム
の

存
在
が
あ
っ
た
。
ブ
l
ム
の
由
来
に
つ
い
て
は
諸
説
が
あ
る
が
、
十
六
世
紀
の
盛
行
を
も
た
ら
し
た
最
大
の
要
因
が
、
中
国
園
内
で
の
爆
設
的

な
銀
流
通
と
商
品
生
産
に
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
違
防
の
た
め
に
銀
が
投
下
さ
れ
た
北
違
地
帯
や
、
銀
が
海
外
か
ら
流
入
す
る
東
南
沿

海
部
に
は
、
華
夷
の
混
交
す
る
非
合
法
の
商
場
が
こ
こ
か
し
こ
に
出
現
す
る
。
商
人
や
遺
境
の
軍
・
民
の
中
に
は
そ
れ
を
目
嘗
て
に
越
境
し
、

(
お
)

違
法
の
交
易
活
動
に
従
事
す
る
も
の
が
跡
を
紐
た
な
か
っ
た
。
連
年
繰
り
返
さ
れ
た
モ
ン
ゴ
ル
の
中
園
侵
略
も
、
大
量
に
生
産
さ
れ
る
中
園
の

十
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物
資
・
商
品
を
求
め
て
の
も
の
で
あ
っ
た
。
交
易
ブ

i
ム
の
到
来
は
、
南
北
遺
境
地
帯
に
流
動
化
と
無
秩
序
化
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
中
で
、
東
南
沿
海
部
に
つ
い
て
は
「
誇
海
論
争
」
が
起
こ
り
、
海
禁
概
念
の
形
成
に
つ
な
が
っ
た
こ
と
は
先
に
見
た
。

一
方
北
遺

に
つ
い
て
は
、
す
で
に
こ
れ
以
前
か
ら
「
遺
禁
」
と
い
う
言
葉
が
使
用
さ
れ
、
「
私
出
外
境
」
律
を
法
的
根
擦
に
機
能
し
て
い
た
。
今
こ
こ
で

遺
禁
の
由
来
に
つ
い
て
詳
し
く
分
析
す
る
徐
裕
は
な
い
が
、
早
く
も
十
五
世
紀
末
に
は
成
語
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
「
明
賓
録
』

の
記
載
か
ら

窺
え
る
。
『
明
憲
宗
賓
録
』
成
化
二
年
(
一
四
七
二
閏
三
月
戊
子
に
、

兵
部
奏
す
。
延
安
府
知
府
王
鑑
が
言
、
つ
に
は
、
一
神
木
・
府
谷
牒
の
畳
よ
り
安
遺
・
定
違
等
の
替
塞
に
至
る
ま
で
、
相
去
る
こ
と
千
絵
里
で

あ
る
た
め
、
巡
撫
・
巡
按
・
分
巡
等
の
官
で
や
っ
て
来
る
者
は
ほ
と
ん
ど
い
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
遺
塞
の
士
卒
は
官
旗
に
搾
取
さ
れ
た
り

こ
き
使
わ
れ
て
、
衣
食
は
給
さ
れ
ず
、
頭
を
垂
れ
て
意
気
阻
喪
し
て
お
り
ま
す
。
戟
馬
を
養
う
暇
も
な
く
、
武
器
も
整
備
で
き
な
い
と
あ

つ
て
は
、
虜
冠
を
防
禦
す
る
こ
と
も
不
可
能
で
す
。
巡
撫
等
の
官
に
常
に
「
遺
禁
」
を
行
わ
せ
、
姦
弊
を
革
め
て
い
た
だ
き
た
い
。
云
々
。

と
あ
り
、
ま
た
同
書
成
化
六
年
六
月
乙
亥
に
も
、

兵
部
向
主
目
白
圭
等
は
戸
部
郎
中
高
翼
の
一
言
、
っ
と
こ
ろ
の
連
事
を
議
し
た
。
高
翼
が
言
、
つ
に
は
、
故
事
に
よ
れ
ば
遺
境
の
境
界
の
外
で
は
、

軍
・
民
が
勝
手
に
耕
作
を
し
た
り
放
牧
を
し
た
り
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
ま
せ
ん
。
と
こ
ろ
が
数
年
来
、
遺
境
守
備
の
諸
将
は
ひ
そ
か
に
軍

士
に
命
じ
て
境
界
の
外
で
沃
土
を
開
墾
さ
せ
、
各
壁
で
家
畜
を
分
牧
さ
せ
て
い
る
の
で
、
冠
虜
の
侵
攻
を
招
い
て
我
が
方
の
田
糧
を
掠
め

取
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
巡
按
御
史
に
互
理
禁
」
の
取
り
決
め
を
賓
行
さ
せ
、
延
綬
の
鎮
守
諸
官
に
通
達
し
て
こ
れ
を
禁
じ
て
い
た
だ
き
た

ぃ
。
一
去
々
。

と
あ
る
。
遺
禁
と
は
沿
海
部
で
海
禁
が
果
た
し
た
役
割
と
同
様
、
北
遣
の
軍
・
民
を
統
制
す
る
の
が
狙
い
で
あ
り
、
成
化
年
聞
に
は
一
般
的
な

用
語
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
よ
う
。
こ
の
遺
禁
が
十
六
世
紀
の
「
北
虜
」
の
撞
頭
と
と
も
に
、
い
っ
そ
う
重
要
度
を
増
し
た
の
も
首
然

445 

と
い
え
ば
首
然
で
あ
っ
た
。
も
っ
と
も
、
「
北
虜
」
の
侵
攻
に
悩
ん
だ
嘉
靖
年
聞
の

い
の
は
不
思
議
だ
が
、
そ
れ
は
こ
の
時
期
、
北
遣
で
の
ト
ラ
ブ
ル
が
消
滅
し
た
と
い
う
わ
け
で
は
も
ち
ろ
ん
な
い
。
む
し
ろ
軍
・
民
の
越
境
や

『
明
(
貫
録
』
に
、
遺
禁
と
い
う
一
言
葉
が
ま
っ
た
く
見
え
な
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密
貿
易
は
活
護
化
し
、
そ
の
封
策
に
明
朝
が
追
わ
れ
た
こ
と
は
知
ら
れ
て
い
る
通
り
で
あ
る
。

(
お
)

北
遣
で
の
密
貿
易
の
公
認
化
を
求
め
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
い
う
。

首
時
の
知
識
人
に
は
、
北
と
南
の
混
乱
は
遺
防
と
い
う
貼
で
は
同
等
の
重
み
を
も
ち
、
「
善
海
論
争
」
の
古
事
者
た
ち
に
も
北
遣
の
動
き
は

(

刊

日

)

常
に
意
識
さ
れ
て
い
た
。
お
そ
ら
く
彼
ら
に
と
っ
て
は
遺
禁
と
い
う
言
葉
は
耳
慣
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
海
禁
と
い
う
用
語
と
概
念
の
形

一
一
況
で
は
モ
ン
ゴ
ル
の
執
劫
な
ま
で
の
侵
略
も
、

成
に
も
影
響
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

つ
ま
り
北
の
遺
禁
に
針
す
る
南
の
海
禁
と
い
う
文
脈
で
、
海
禁
概
念
の
形
成
を
促
し
た
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
逆
に
海
禁
概
念
が
遺
禁
概
念
の
内
容
を
、
よ
り
深
め
た
面
も
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
海
禁
と
同
様
、
遺
禁
と
い
う
項
目
が
『
高
暦

(
判
)

舎
典
』
の
中
に
初
め
て
設
け
ら
れ
た
こ
と
は
、
両
者
が
南
北
一
針
の
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
た
誼
で
あ
り
、
海
禁
概
念
の
形
成
を
考
え
る
上
で

示
唆
的
で
あ
る
。
海
禁
概
念
と
遺
禁
概
念
と
は
沿
海
部
と
北
遺
と
の
混
乱
を
背
景
に
、
そ
れ
ぞ
れ
互
い
に
刺
激
し
合
っ
て
形
成
さ
れ
た
封
概
念

だ
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。

で
は
、
「
高
暦
舎
典
」
に
わ
ざ
わ
ざ
海
禁
と
遺
禁
の
項
目
を
立
て
た
の
は
何
故
な
の
か
。
そ
こ
に
は
ど
の
よ
う
な
政
策
的
意
園
が
あ
っ
た
の

か
。
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
が
、
す
で
に
『
高
暦
曾
典
』
が
刊
行
さ
れ
る
以
前
、
明
朝
は
北
と
南
で
そ
れ
ぞ
れ
新
た
な
瞳
制
を
構
築
し
て
い
た

事
賓
で
あ
る
。
ま
ず
北
方
で
は
、
長
年
に
わ
た
る
モ
ン
ゴ
ル
と
の
抗
争
に
終
止
符
を
打
ち
、
隆
慶
五
年
(
一
五
七
一
)
の
和
議
で
大
同
・
宣
府

等
に
互
市
を
開
設
し
た
こ
と
で
あ
る
(
隆
慶
和
議
)
。
モ
ン
ゴ
ル
と
明
と
の
聞
で
平
和
的
な
交
易
が
可
能
と
な
り
、
以
後
明
末
に
至
る
ま
で
雨
者

(
日
)

の
関
係
は
基
本
的
に
安
定
が
保
た
れ
た
。
一
方
、
南
で
は
隆
慶
元
年
(
一
五
六
七
)
前
後
に
密
貿
易
の
根
撮
地
で
あ
っ
た
津
川
月
港
が
開
港
さ

れ
、
中
園
商
人
に
よ
る
出
海
貿
易
が
許
可
さ
れ
た
。
封
日
本
貿
易
は
相
愛
わ
ら
ず
禁
止
さ
れ
て
は
い
た
が
、
東
南
ア
ジ
ア
地
域
に
は
手
積
き
さ

え
踏
め
ば
、
中
園
商
人
は
自
由
に
航
行
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
亘
書
一
海
論
争
」
の
最
終
的
な
決
着
と
も
い
え
、
園
初
以
来
の
海
禁
政
策
の
大

き
な
方
向
轄
換
で
あ
っ
た
。

『
寓
暦
合
同
血
ハ
」
刊
行
に
先
立
つ
隆
慶
年
聞
に
は
、
明
の
針
外
方
針
に
饗
更
が
見
ら
れ
、
従
来
と
は
具
な
る
新
た
な
局
面
が
出
来
し
た
。
北
と

南
に
交
易
場
な
い
し
出
海
場
が
設
け
ら
れ
た
こ
と
は
、
奮
来
の
瞳
制
の
否
定
に
も
つ
な
が
る
書
一
期
的
な
措
置
で
あ
っ
た
。
特
に
月
港
の
開
港
は

十

「

26 

「



L 」

去
一
幕
任
問
『
叫
阿
部
汁

-
J跡
部
リ
中
日
宍
)
仏

-
H
N
E待

ー「

(
必
)

二
百
年
来
の
惇
統
を
打
ち
破
る
も
の
で
、
明
は
こ
れ
以
後
園
初
と
同
様
、
出
海
商
人
か
ら
関
税
を
徴
収
し
て
財
政
の
基
礎
と
す
る
。
確
か
に
こ

れ
を
期
に
、
沿
海
部
の
混
乱
が
沈
静
化
に
向
か
っ
た
の
は
事
貰
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
新
瞳
制
の
も
と
で
遺
禁
や
海
禁
が
な
く
な
っ
た
の

か
と
い
え
ば
決
し
て
そ
う
で
は
な
く
、
雨
者
は
そ
の
後
も
遺
境
統
制
の
た
め
に
機
能
し
績
け
た
。
南
北
遺
境
の
一
部
開
放
は
、
同
じ
遺
禁
・
海

禁
瞳
制
下
で
の
新
し
い
ル
l
ル
の
創
出
に
す
、
ぎ
ず
、
し
か
も
後
者
に
つ
い
て
は
監
覗
の
行
い
や
す
い
月
港
一
港
の
み
が
開
放
さ
れ
た
だ
け
で
あ

(

日

制

)

っ
た
。
そ
の
限
り
で
、
通
説
に
い
う
海
禁
の
「
解
除
」
と
か
「
一
部
解
除
」
と
い
う
表
現
も
、
最
密
に
言
え
ば
正
し
く
な
い
。
海
禁
は
解
除
さ

あ
き

れ
た
の
で
は
な
く
、
ま
さ
に
一
噛
建
巡
撫
許
字
遠
の
言
う
よ
う
に
、
「
こ
れ
を
通
ず
る
の
中
に
お
い
て
、
こ
れ
を
禁
ず
る
の
法
を
申
ら
か
に
す

(
干
通
之
之
中
、
申
禁
之
之
副
ど
る
こ
と
で
、
生
ま
れ
饗
わ
っ
た
の
で
あ
る
。
明
朝
の
意
園
は
、
む
し
ろ
海
禁
の
再
確
立
に
あ
っ
た
と
見
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

「
高
暦
舎
血
ハ
』
に
遺
禁
と
海
禁
の
項
目
が
設
け
ら
れ
た
の
は
、

一
つ
に
は
遺
禁
・
海
禁
と
い
う
用
語
が
す
で
に
一
般
化
し
て
、
そ
の
用
語
お

よ
ぴ
概
念
で
闘
連
史
料
を
総
括
で
き
た
こ
と
が
確
か
に
あ
る
。
だ
が
最
大
の
目
的
は
、
お
そ
ら
く
別
の
と
こ
ろ
に
存
在
し
た
に
違
い
な
い
。
互

市
の
開
設
や
月
港
の
開
港
な
ど
、
生
ま
れ
饗
わ
っ
た
遺
禁
・
海
禁
瞳
制
の
新
た
な
意
義
づ
け
を
、
そ
こ
に
求
め
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
南
北

遺
境
地
帯
の
部
分
開
放
を
前
提
に
、
あ
ら
た
め
て
海
禁
と
遺
禁
の
重
要
性
を
確
認
し
た
の
が
、
『
高
暦
舎
典
』
に
置
か
れ
た
雨
項
目
だ
っ
た
と

理
解
し
た
い
。
そ
れ
は
ま
た
、
遺
禁
・
海
禁
と
い
う
用
語
(
概
念
)
が
明
朝
に
よ
っ
て
初
め
て
認
定
さ
れ
、
国
家
の
制
度
全
瞳
の
中
に
位
置
づ

け
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
今
ま
で
沿
海
部
の
情
況
に
即
し
た
麿
建
的
な
措
置
に
す
ぎ
な
か
っ
た
海
禁
は
、
こ
こ
に
特
別
の
意
味
を
付

輿
さ
れ
た
園
家
公
認
の
政
策
用
語
と
な
っ
た
た
わ
け
だ
。
亘
書
海
論
争
」
で
熟
成
し
た
海
禁
概
念
は
、
淳
州
月
港
の
開
港
と
な
っ
て
賓
瞳
化
し
、

さ
ら
に
「
曾
典
」
に
記
載
さ
れ
る
こ
と
で
政
策
用
語
と
し
て
確
立
し
た
。
そ
の
意
味
で
は

『
蔦
暦
舎
典
』

の
刊
行
を
も
っ
て
、
明
代
の
海
禁
は

そ
の
概
念
化
を
ひ
と
ま
ず
達
成
し
た
と
み
な
す
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
海
禁
概
念
は
荒
ぶ
る
海
上
の
波
を
幾
度
と
な
く
潜
り
抜
け
る
中
で
、

明
末
に
い
た
っ
て
よ
う
や
く
完
成
し
た
の
で
あ
る
。

447 
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お

わ

り

『
高
暦
曾
血
ハ
』
刊
行
以
後
を
第
五
期
と
規
定
し
た
上
で
、
最
後
に
あ
ら
た
め
て
海
禁
概
念
の
形
成
過
程
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
本
稿
で
は

明
初
の
海
禁
施
行
か
ら
概
念
完
成
ま
で
を
時
期
直
分
し
、
各
時
期
の
特
徴
を
説
明
し
た
が
、
今
一
度
整
理
し
て
例
示
す
れ
ば
次
の
よ
う
に
な
る

だ
ろ
、
っ
。第

一
期
、
洪
武
元
年
(
一
三
六
八
)
l
洪武七年(一三七四)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・先行期

第
二
期
、
洪
武
七
年
(
一
三
七
四
)
l
永
築
二
年
(
一
四
O
四)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・準備期

第
三
期
、
永
築
二
年
(
一
四
O
四
)
l
弘
治
十
三
年
(
一
五
O
O
)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・萌芽期

第
四
期
、
弘
治
十
三
年
(
一
五
O
O
)
l
寓暦十五年(一五八七了・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・形成期

第
五
期
、
高
暦
十
五
年
(
一
五
八
七
)
1

フ己

成
期

第
一
期
の
洪
武
一
万
年
は
い
う
ま
で
も
な
く
明
朝
の
成
立
し
た
年
で
、
同
年
に
海
禁
が
賓
施
さ
れ
た
と
の
前
提
に
立
つ
。
こ
の
時
期
の
海
禁
は

民
間
交
易
が
奨
閲
さ
れ
る
中
で
の
臨
時
的
な
措
置
で
あ
り
、
お
そ
ら
く
洪
武
帝
も
恒
久
的
な
制
度
と
す
る
つ
も
り
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

し
か
し
「
達
禁
下
海
」
律
と
異
な
り
海
防
を
主
目
的
と
す
る
貼
で
海
禁
の
先
駆
的
な
形
態
と
言
え
、
後
世
の
海
禁
に
先
立
つ
「
先
行
期
」
と
位

置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
一
一
期
は
洪
武
七
年
の
市
舶
司
の
廃
止
で
海
禁
が
「
達
禁
下
海
」
律
に
包
揖
さ
れ
た
時
期
で
、

い
わ
ゆ
る
海
禁
令

は
密
貿
易
の
取
締
り
を
主
要
な
任
務
と
し
た
。
海
防
を
目
的
と
し
た
第
一
期
の
海
禁
と
「
違
禁
下
海
」
律
と
の
境
界
が
な
く
な
っ
た
わ
け
で
、

(

日

制

)

後
世
の
海
禁
の
「
準
備
期
」
と
み
な
し
得
る
。
永
栄
一
一
年
に
始
ま
る
第
三
期
は
、
元
年
に
市
舶
司
が
復
活
し
た
こ
と
も
あ
り
、
そ
れ
に
釘
躍
し

て
海
禁
令
に
も
愛
化
が
現
れ
た
。
そ
の
特
徴
は
密
貿
易
の
取
締
り
と
海
防
と
を
一
瞳
化
さ
せ
た
出
海
禁
止
に
あ
り
、
後
世
の
海
禁
の
要
素
は
す

ベ
て
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
時
期
を
「
萌
芽
期
」
と
呼
ぶ
ゆ
え
ん
で
あ
る
。
第
四
期
の
「
形
成
期
」
に
は
、
弘
治
十
三
年
の
「
弘
治
問
刑
候

例
」
の
制
定
で
海
禁
の
概
念
化
が
始
ま
り
、
「
嘉
靖
大
倭
冠
」
と
「
誇
海
論
争
」
の
中
で
海
禁
概
念
は
熟
成
し
定
着
し
て
い
く
。
や
が
て
第
五
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期
の
寓
暦
十
五
年
の

『
高
暦
大
明
曾
典
』

の
編
纂
で
、
海
禁
は
国
家
公
認
の
政
策
用
語
と
な
り
、
海
禁
概
念
は
「
完
成
期
」
を
迎
え
る
こ
と
に

な
る
。あ

ら
た
め
て
断
る
ま
で
も
な
く
、
以
上
の
時
期
匝
分
は
海
禁
概
念
の
形
成
過
程
に
即
し
た
も
の
で
、
海
禁
の
制
度
面
や
機
能
面
で
の
愛
遣
を

た
ど
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
後
者
の
面
に
着
目
す
れ
ば
、
準
備
期
(
第
二
期
)
の
洪
武
二
十
年
前
後
こ
そ
海
禁
は
最
も
有
放
に
機
能
し
た
し
、

逆
に
形
成
期
(
第
四
期
)
の
一
時
期
は
ほ
と
ん
ど
麻
庫
状
態
で
あ
っ
た
。
む
し
ろ
海
禁
概
念
は
弛
殺
し
た
海
禁
を
再
建
す
る
中
で
形
成
さ
れ
て

お
り
、
「
簿
一
海
論
争
」
の
論
者
た
ち
の
現
朕
認
識
が
そ
れ
を
促
し
、

や
が
て
共
通
理
解
と
し
て
の
海
禁
と
い
う
用
語
を
生
み
出
し
た
と
み
な
し

得
る
。
彼
ら
の
日
を
海
禁
に
向
け
さ
せ
た
も
の
こ
そ
、
「
遣
禁
下
海
」
か
ら
「
下
海
通
番
」

へ
と
激
愛
し
た
、
首
時
の
沿
海
部
の
情
況
に
あ
っ

た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
貰
瞳
と
し
て
の
海
禁
は
す
で
に
明
初
か
ら
あ
り
、
先
行
す
る
賓
瞳
に
約
二
世
紀
後
れ
て
用
語
と
概
念
と
が
成
立

し
た
と
い
う
の
が
賓
情
に
近
い
。
そ
の
貼
か
ら
言
っ
て
も
、
亘
書
海
論
争
」
の
首
事
者
た
ち
が
明
初
の
施
策
を
海
禁
と
み
な
し
た
の
に
は
理
由

が
あ
る
し
、
ま
た
我
々
が
海
禁
と
呼
ぶ
こ
と
に
何
の
た
め
ら
い
も
感
じ
る
必
要
は
な
か
ろ
う
。

で
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
海
禁
と
は
一
睡
何
な
の
か
。
簡
単
に
言
え
ば
、
密
貿
易
の
取
締
り
と
海
防
を
目
的
に
し
た
、
沿
海
住
民
の
出
海
禁
止

な
い
し
規
制
措
置
を
中
心
と
す
る
園
家
の
海
洋
統
制
策
の
線
稽
と
で
も
規
定
で
き
よ
う
か
。
園
初
に
あ
っ
て
は
朝
貢
制
度
と
結
び
つ
い
て
、
海

(
判
)

林一市
H

朝
貢
シ
ス
テ
ム
と
し
て
固
際
秩
序
の
確
立
に
も
貢
献
し
た
が
、
本
来
の
目
的
は
あ
く
ま
で
も
沿
海
住
民
お
よ
び
海
洋
に
封
し
て
、
園
家
の

望
む
よ
う
な
統
制
を
加
え
る
こ
と
に
あ
る
。
沿
海
部
に
出
現
し
た
華
夷
混
交
の
無
秩
序
情
況
が
海
禁
を
要
請
し
、
圃
家
は
海
禁
に
よ
っ
て
よ
う

ゃ
く
沿
海
部
の
安
定
を
得
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
限
り
で
、

い
わ
ゆ
る
「
元
の
海
禁
」
は
「
明
の
海
林
一
互
に
引
き
付
け
た
言
い
方
で
あ
っ
て
、
こ
の
用
法
は
ど
う
考
え
て
も
お
か
し
い
。

元
代
に
行
わ
れ
た
の
は
封
商
人
向
け
の
車
な
る
出
海
規
制
で
し
か
な
く
、
そ
こ
に
は
華
夷
混
交
の
沿
海
部
の
情
況
は
い
ま
だ
想
定
さ
れ
て
い
な

449 

ぃ
。
ま
し
て
歴
代
王
朝
に
も
出
海
規
制
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
海
禁
を
通
時
代
的
な
措
置
と
と
ら
え
る
向
き
も
あ
る
が
、
こ
の
見
方
は
な
お

(
幻
)

さ
ら
お
か
し
い
。
海
禁
と
出
海
規
制
と
で
は
、
統
制
の
封
象
お
よ
び
一
吐
曾
経
済
的
保
件
と
で
大
き
な
達
い
が
あ
り
、
同
列
に
論
じ
る
に
は
無
理
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が
あ
る
。
海
禁
が
賓
施
さ
れ
る
背
景
に
は
、
園
家
の
規
制
に
背
い
て
ま
で
も
下
海
し
よ
う
と
す
る
沿
海
住
民
の
強
い
衝
動
と
、
彼
ら
の
量
的
債

が
り
の
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
海
禁
は
「
下
海
通
番
」
が
一
般
化
し
た
明
清
時
代
な
ら
で
は
の
、
園
家
の
沿
海
住
民
に
封
す
る
海

洋
統
制
策
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

海
禁
を
以
上
の
よ
う
に
理
解
す
る
と
し
て
、

で
は
海
禁
概
念
は
そ
の
後
ど
の
よ
う
に
展
開
し
た
か
。
『
寓
暦
舎
典
」
に
初
め
て
登
場
し
た
海

禁
と
い
う
用
語
は
、
首
然
の
こ
と
な
が
ら
清
の
「
舎
血
こ
に
も
踏
襲
さ
れ
、
そ
の
概
念
化
を
一
層
深
め
て
い
く
。
例
え
ば
本
文
と
「
事
例
(
則

で
は
、
同
書
巻
六
十
五
、
兵
部
、
職
方
清
吏
司
に
濁
立
し
た
海
禁
の
僚
を
設
け
、
海
禁
の

例
)
」
と
を
初
め
て
匝
分
し
た

『
乾
隆
大
清
舎
血
ハ
』

定
義
を
明
記
す
る
。
そ
の
内
容
は
「
海
外
耕
種
之
禁
」
「
海
船
製
造
之
禁
」
「
出
入
海
洋
之
禁
」
「
貨
物
出
洋
之
禁
」
「
軍
器
出
洋
之
禁
」
「
沿
海

弁
兵
之
禁
」
に
分
類
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
詳
細
な
説
明
を
附
す
。
事
例
に
つ
い
て
も
六
十
三
例
が
「
乾
隆
大
清
含
典
則
例
』
に
牧
め
ら
れ
、
雨
者

相
侯
っ
て
清
代
海
禁
の
全
貌
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
か
っ
て

『
寓
暦
舎
血
ハ
」

で
は
「
弘
治
問
刑
候
例
」
の
一
丈
で
代
用
さ
れ
た
海
禁
概
念
が
、

『
乾
隆
合
国
血
こ
で
は
先
の
項
目
ご
と
に
説
明
さ
れ
、

よ
り
級
密
で
線
合
的
な
海
禁
概
念
が
提
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

長
期
的
に
見
れ
ば
、
十
六
世
紀
中
葉
に
始
ま
っ
た
海
禁
概
念
の
形
成
の
動
き
は
、
『
寓
暦
曾
典
』

の
刊
行
で
ひ
と
ま
ず
完
成
し
、
『
乾
隆
曾

典
』
に
い
た
っ
て
最
終
的
に
確
立
し
た
と
み
な
す
こ
と
も
で
き
る
、
だ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
も
、
明
清
時
代
の
海
洋
統
制
策
は
一
つ
な
が
り
の
も

の
と
し
て
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
の
だ
が
、
本
稿
で
は
明
代
の
海
禁
概
念
の
形
成
を
概
観
し
た
だ
け
で
、
清
代
に
は
ほ
と
ん
ど
言
及
す
る
こ
と

が
で
き
な
か
っ
た
。
本
稿
の
論
旨
と
は
外
れ
る
た
め
、
あ
え
て
取
り
上
げ
な
か
っ
た
海
禁
と
朝
貢
制
度
と
の
関
係
も
、
さ
ら
に
追
求
す
べ
き
課

題
の
一
つ
で
あ
る
。
ま
た
元
の
「
市
舶
則
法
」
に
あ
っ
た
外
圃
商
舶
に
封
す
る
規
定
が
、
明
代
に
は
ど
う
な
っ
た
の
か
。
月
港
開
港
に
先
立
つ

(
品
)

十
六
世
紀
初
頭
に
、
外
国
商
舶
と
の
康
州
貿
易
が
始
ま
っ
て
い
る
以
上
、
こ
の
問
題
も
無
↓
械
で
き
な
い
。
明
の
海
禁
瞳
制
の
も
と
で
は
、
中
国

人
の
出
海
問
題
と
外
国
人
の
来
航
問
題
と
は
、
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
の
か
。
あ
る
い
は
慶
州
貿
易
と
淳
州
(
月
港
)
貿
易
と
の

違
い
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。
車
に
外
園
商
舶
と
中
園
商
舶
と
の
管
理
部
署
の
相
違
だ
け
の
問
題
な
の
か
等
々
、
明
代
の
海
禁
概
念
を
知
る
上
で

解
明
す
べ
き
疑
問
は
依
然
と
し
て
多
い
。
す
べ
て
今
後
の
課
題
と
し
て
お
き
た
い
。

十
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1
)
佐
久
間
重
男
『
日
明
関
係
史
の
研
究
」
吉
川
弘
文
館
、

年。

(
2
)
本
稿
で
い
う
海
洋
統
制
策
の
「
海
洋
」
と
は
、
海
上
だ
け
で
は
な

く
、
大
陸
沿
岸
部
お
よ
び
近
海
の
島
艇
部
も
含
ん
で
い
る
こ
と
を
了

解
さ
れ
た
い
。

(
3
)

檀
上
寛
「
明
初
の
海
禁
と
朝
貢
|
|
明
朝
専
制
支
配
の
理
解
に
寄

せ
て
|
|
」
『
明
清
時
代
史
の
基
本
問
題
』
汲
占
書
院
、
一
九
九
七

年。

(
4
)
註

(
3
)
、
檀
上
論
文
参
照
。

(
5
)

『
歴
代
律
令
」
巻
八
「
世
租
紀
、
中
統
元
年
四
月
、
禁
私
商
不
得

越
境
、
犯
者
死
。
二
年
五
月
、
申
践
沿
透
軍
民
越
境
私
商
之
禁
、
申

巌
私
尚
販
馬
匹
者
、
罪
死
。
至
元
元
年
正
月
、
罷
ム
岡
遺
互
市
、
巾
巌

持
軍
器
販
馬
越
境
私
商
之
禁
。
二
年
正
月
、
申
最
越
界
販
馬
之
禁
、

達
者
虎
死
。
十
月
、
詔
随
路
私
ー
尚
曾
入
南
界
者
、
首
賓
克
罪
充
軍
」

0

(
6
)

陳
古
同
華
・
呉
泰
『
宋
元
時
期
的
海
外
貿
易
』
(
天
津
人
民
出
版
壮
、

一
九
八
一
年
)
第
三
享
第
二
節
、
二
、
元
代
市
舶
法
則
的
制
訂
及
其

主
要
内
容
。

(
7
)

部
端
本
「
試
論
元
代
的
海
禁
」
『
海
交
史
研
究
』
十
七
、
一
九
九

O
年。

(
8
)

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
遺
禁
の
出
境
行
局
一
般
に
つ
い
て
は
『
明

律
』
閥
津
の
冒
頭
に
「
私
越
国
度
閥
津
」
律
が
あ
り
、
「
文
引
(
出

境
許
可
誇
)
」
の
不
携
帯
と
山
川
境
の
形
態
に
麿
じ
て
量
刑
が
細
か
く

規
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
で
あ
り
な
が
ら
「
私
山
外
境
」
律
と
「
達

禁
下
海
」
律
を
特
に
設
け
た
の
は
、
首
時
の
北
、
選
と
沿
海
部
の
状
況

九
九
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」

を
慮
つ
て
の
こ
と
で
あ
る
。
「
達
禁
下
海
」
は
「
私
越
冒
皮
閥
津
」

を
沿
海
部
に
特
化
し
た
用
語
と
も
い
え
、
そ
の
限
り
で
「
文
引
」
を

持
た
な
い
非
合
法
な
出
海
の
禁
止
が
合
意
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
間
違

し
な
し

(
9
)

苗
早
水
和
「
試
論
明
太
組
的
海
洋
交
通
政
策
」
『
中
園
海
洋
溌
展
史

論
文
集
』
第
一
輯
、
中
央
研
究
院
三
民
主
義
研
究
所
、
一
九
八
四
年
。

檀
上
寛
「
方
図
珍
海
上
勢
力
と
元
末
明
初
の
江
湖
沿
海
地
域
枇
曾
」

『
束
ア
ジ
ア
海
洋
域
圏
の
史
的
研
究
』
京
都
女
子
大
向
学
研
究
叢
刊
三

十
九
、
二

O
O
一一一年。

(
日
)
王
朝
成
立
直
後
の
こ
と
と
し
て
、
『
王
常
宗
集
』
補
遣
、
途
朱
這

山
還
京
師
序
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。
「
朱
君
這
山
泉
州
人
也
。
以

賓
貨
往
来
海
上
、
務
有
信
義
。
故
凡
海
内
外
之
潟
商
者
、
皆
推
お
以

翁
師
。
時
雨
漸
航
臣
附
、
遁
山
首
率
群
商
入
貢
於
朝
。
上
嘉
納
遁
山

之
能
活
遠
人
先
、
停
居
輩
毅
之
下
、
優
議
一
部
歌
以
依
日
月
末
光
、
示

所
以
懐
柔
遠
人
之
道
。
海
外
聞
之
、
皆
知
道
山
入
貢
之
条
有
如
是
也
。

至
日
記
海
舶
集
於
龍
河
而
遠
人
之
来
得
以
望
都
城
而
轄
宮
閥
、
且
人
見

中
園
衣
冠
龍
栄
之
盛
、
而
相
奥
詠
歌
之
者
、
又
不
音
遁
山
入
貢
之
条

也」
0

(
日
)
註

(
3
)
、
檀
上
論
文
。

(
ロ
)
榎
本
捗
「
順
帝
刺
前
中
十
期
に
お
け
る
日
元
交
通
」
『
日
本
一
昨
史
』

六
四
O
競
、
二

0
0
一年。

(
日
)
洪
武
七
年
初
頭
に
は
す
で
に
外
園
船
の
来
航
が
禁
止
さ
れ
て
お
り
、

市
舶
司
の
廃
止
は
民
間
貿
易
の
禁
止
を
制
度
的
に
整
備
す
る
た
め
の
、

追
認
的
措
置
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
註

(
3
)
、
檀
上
論
文
参

十
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刀
口
凶

O

(
比
)
註

(
9
)
、
檀
上
論
文
参
照
。

(
日
)
『
皇
明
四
夷
考
』
巻
上
、
日
本
、
「
洪
武
末
年
、
海
中
方
〔
凶

珍
〕
・
張
〔
士
誠
〕
諸
遁
賊
、
壮
者
老
、
老
者
死
、
以
故
山
労
海
郡
牒

柏
得
休
息
」

0

(
日
)
一
例
を
挙
げ
れ
ば
、
『
明
太
組
賓
録
」
洪
武
二
十
四
年
八
月
発
酉

に
次
の
よ
う
に
あ
る
。
「
海
盗
張
阿
馬
引
倭
夷
入
冠
。
官
軍
撃
斬
之
。

阿
馬
者
台
州
青
山
巌
豚
無
頼
民
、
常
潜
入
倭
圏
、
導
其
群
盆
…
、
至
海
漫

瓢
掠
。
遠
海
之
人
甚
患
之
」
。

(η)
黄
中
青
「
明
代
海
防
的
水
秦
奥
遊
兵
|
|
漸
悶
卑
沿
海
島
慎
防
衛

的
建
置
輿
解
腫
」
(
明
史
研
究
小
組
、
二

O
O
一
年
)
第
六
章
第
一

節
、
海
禁
政
策
的
失
敗
。

(
国
)
『
明
英
宗
賓
録
』
正
統
八
年
七
月
発
由
。

(
問
)
閥
連
の
研
究
は
数
多
い
が
、
さ
し
あ
た
り
註
(
1
)
の
佐
久
間
論

文
参
照
。

(
鈎
)
森
正
夫
「
明
末
の
利
曾
関
係
に
お
け
る
秩
序
の
愛
動
」
『
名
古
屋

大
向
山
字
文
向
学
部
三
十
周
年
記
念
論
集
』
一
九
七
八
年
。

(
幻
)
漁
民
に
釣
す
る
出
海
禁
止
令
(
漁
禁
)
は
岡
初
以
来
繰
り
返
し
出

さ
れ
て
い
る
が
、
漁
民
の
生
活
に
直
接
関
わ
る
だ
け
に
、
そ
の
規
制

は
一
般
民
衆
に
比
べ
か
な
り
緩
や
か
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
欧
陽
宗

主
目
『
海
上
人
家
|
|
海
洋
漁
業
経
済
輿
漁
民
枇
舎
|
|
』
江
西
高
校

出
版
枇
、
一
九
九
八
年
。

(
幻
)
海
外
貿
易
と
は
別
に
、
沿
岸
貿
易
と
海
禁
と
の
関
係
に
つ
い
て
も

諸
説
が
あ
っ
て
、
い
ま
だ
音
山
見
の
一
致
を
見
て
い
な
い
(
註
(
弘
)

参
照
)
o

た
だ
し
、
す
く
な
く
と
も
「
高
暦
問
刑
侠
例
」
の
凶
の
文

」

脈
か
ら
す
れ
ば
、
こ
こ
に
い
う
「
競
票
・
文
引
」
は
沿
岸
貿
易
の
た

め
と
は
考
え
に
く
い
。
し
か
も
「
嘉
靖
問
刑
候
例
」
に
は
こ
の
記
載

が
な
く
、
「
寓
暦
問
刑
候
例
」
に
至
っ
て
初
め
て
明
記
さ
れ
た
こ
と

は
、
そ
の
聞
の
隆
慶
年
間
の
月
港
開
港
が
影
響
し
て
い
る
と
考
え
ざ

る
を
得
な
い
。
「
高
暦
問
刑
係
例
」
に
あ
る
「
競
百
一
万
・
文
引
」
は
、

や
は
り
海
外
貿
易
の
許
可
誌
と
見
る
の
が
円
安
常
で
あ
ろ
う
。
な
お
、

弘
治
、
嘉
靖
、
高
暦
の
各
「
問
刑
候
例
」
の
異
同
に
つ
い
て
は
、
昔
一

彰
健
『
明
代
律
例
案
編
」
(
中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
専
刊
之

七
十
五
、
一
九
七
九
年
)
が
参
考
に
な
る
。

(
お
)
「
善
海
国
編
」
巻
二
、
倭
船
に
、
「
倭
船
過
洋
非
月
徐
不
可
、
今

若
易
然
者
、
乃
一
帽
建
沿
海
好
民
買
舟
於
外
海
、
貼
這
重
底
、
渡
之
而

来
。
其
船
底
尖
能
破
浪
、
不
畏
横
風
闘
風
、
行
使
使
易
、
数
日
即
至

也
」
と
あ
る
。

(μ)
嘉
靖
三
卜
二
年
(
一
五
五
二
一
)
の
こ
と
と
し
て
、
鄭
若
曾
『
江
南

経
略
』
巻
四
上
、
松
江
府
海
防
議
に
、
「
査
得
沿
海
民
竃
、
原
有
宋

捕
魚
蝦
小
船
、
並
不
過
海
通
番
、
且
人
船
慣
習
、
一
小
田
文
風
議
。
合
行

一
不
議
、
沿
海
有
船
之
家
赴
府
報
名
、
給
血
(
照
身
牌
面
。
無
事
聴
主
(
在

海
上
生
理
、
遇
整
一
一
同
随
同
兵
船
迫
剣
、
則
官
兵
無
造
船
募
兵
之
費
、
而

川
氏
竃
有
得
魚
捕
盗
之
盆
。
此
松
江
海
洋
設
備
之
大
略
也
」
と
あ
る
。

(
お
)
滋
賀
秀
三
「
清
代
の
法
制
」
坂
野
正
高
・
衛
藤
洛
士
円
・
田
中
正
俊

編
『
近
代
中
園
研
究
入
門
」
東
京
大
学
出
版
合
、
一
九
七
四
年
。

(
お
)
『
大
清
曾
典
』
は
『
乾
隆
大
清
合
典
』
以
後
、
「
舎
典
」
の
本
?
げ
人

と
則
例
(
事
例
)
に
分
か
れ
る
。
『
乾
隆
大
清
曾
典
」
に
つ
い
て
い

え
ば
、
『
清
律
』
の
「
達
禁
下
海
」
に
関
わ
る
係
例
は
、
『
乾
隆
大
清

舎
典
則
例
』
巻
二
四
、
兵
部
、
職
方
清
吏
司
、
海
禁
の
侠
に
牧
載

十
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さ
れ
て
い
る
。

(
幻
)
『
明
世
宗
賓
録
』
正
徳
十
六
年
九
月
乙
亥
。

(
お
)
例
え
ば
、
花
表
「
海
冠
議
」
(
『
金
聾
玉
振
集
』
)
は
次
の
よ
う
に

惇
え
る
。
「
知
把
情
聴
張
四
維
、
凶
輿
柴
徳
美
交
厚
而
往
来
、
五
峰

(
王
直
)
素
熟
近
、
則
拝
伏
叩
一
頭
、
甘
矯
臣
僕
。
翁
其
迭
貨
、
一
一
昨

即
往
、
白
以
潟
築
。
執
行
挟
上
下
、
順
逆
不
分
、
良
悪
莫
耕
、
法
禁
之

壊
、
至
此
極
会
」

0

(
M
U
)

最
近
の
朱
総
研
究
と
し
て
は
、
山
崎
岳
「
巡
撫
朱
純
の
見
た
海

|
|
明
代
嘉
靖
年
聞
の
沿
海
街
所
と
「
大
倭
冠
」
前
夜
の
人
々

|
|
」
(
『
東
洋
史
研
究
』
六
十
二
巻
一
競
、
二

O
O
三
年
)
を
奉
げ

て
お
き
た
い
。

(
初
)
出
海
容
認
汲
の
一
人
戸
部
主
事
唐
植
は
、
「
備
倭
之
法
、
防
海
之

禁
、
斤
斤
明
子
園
初
。
然
冠
未
盆
口
組
何
也
、
夷
夏
有
無
之
互
以
通
也
。

-
O

冠
輿
商
同
是
人
也
。
市
通
則
冠
韓
而
筋
商
、
市
禁
則
商
蒋
山

骨
刷
出
施
、
始
之
禁
禁
商
、
後
之
禁
禁
冠
、
冠
勢
盛
(
『
誇
海
園
編
』
巻

十
一
、
経
略
一
、
叙
冠
原
)
」
と
述
べ
、
倭
冠
の
弊
害
を
な
く
す
た

め
に
は
貿
易
を
許
可
す
べ
き
だ
と
強
調
す
る
。
一
方
、
出
海
反
封
一
以

の
踊
有
光
は
「
又
謂
宜
開
互
市
、
弛
通
番
之
林
一
市
、
此
尤
惇
謬
之
甚
者
。

・
。
況
亡
命
無
給
之
徒
、
達
上
所
禁
、
不
顧
私
出
外
境
下
海
之
律
、

買
港
求
通
、
勾
引
外
冠
、
醸
成
百
年
之
輔
、
紛
転
之
論
、
乃
不
察
其

本
、
何
貝
ハ
揚
湯
而
止
沸
、
某
不
知
其
何
説
也
o

唯
巌
潟
守
備
、
腐
海

龍
堆
、
裁
然
夷
夏
之
防
、
賊
無
所
生
其
心
失
(
「
震
川
集
』
巻
八
、

論
禦
倭
書
)
」
と
反
論
す
る
。
以
上
は
雨
汲
の
代
表
的
な
見
解
に
す

ぎ
ず
、
各
汲
の
中
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
意
見
が
あ
っ
て
論
黙
は
多
岐
に

わ
た
る
。
こ
の
論
争
に
つ
い
て
は
、
陳
向
勝
『
「
懐
夷
」
奥
「
抑
商
」

453 

」

|
|
明
代
海
洋
力
量
興
衰
研
究
|
|
」
(
山
束
人
民
出
版
紅
、

九
七
年
)
第
七
章
「
誇
海
之
手
」
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
況
)
こ
の
文
言
を
一
躍
有
名
に
し
た
の
が
、
朱
統
の
「
我
朝
立
法
垂
訓
、

尤
巌
夷
夏
之
防
、
至
今
海
漬
父
老
相
惇
、
岡
初
寸
板
不
許
下
海
、
歴

代
承
平
、
蓋
有
由
也
(
『
壁
絵
雑
集
』
巻
二
、
議
庭
夷
賊
以
明
典
刑

以
消
繭
患
事
)
」
と
い
う
言
葉
で
あ
る
。

(
辺
)
註
(
但
)
参
照
。

(
お
)
例
え
ば
鄭
若
曾
『
鄭
開
陽
雑
著
』
巻
四
、
日
本
園
論
に
「
太
粗
悪

之

(
H本
)
、
著
筋
訓
、
組
不
自
炉
、
遇
、
命
信
図
公
湯
和
経
略
海
防
、

巌
下
海
通
番
之
禁
」
と
あ
る
。

(
災
)
日
本
の
向
学
界
に
は
先
の
「
寸
板
不
許
下
海
」
の
文
言
を
、
嘉
靖
時

代
の
海
禁
強
化
策
の
中
か
ら
生
ま
れ
た
慣
用
句
と
と
ら
え
、
明
初
の

回
一
貫
情
に
は
い
過
合
し
な
い
と
理
解
す
る
向
き
が
あ
る
(
註
(
1
1
佐

久
間
著
書
。
鄭
探
生
『
明
・
日
関
係
史
の
研
究
』
雄
山
関
、
一
九
九

立
年
)
o

中
で
も
佐
久
間
氏
の
著
書
二
三

O
頁
で
は
「
そ
の
海
禁
令

も
、
明
初
に
は
「
下
海
通
蕃
之
替
市
」
に
限
ら
れ
て
い
た
が
、
中
期
以

後
と
く
に
嘉
靖
年
間
に
は
そ
の
禁
令
強
化
を
は
か
り
、
「
不
許
す
板

下
海
」
と
い
わ
れ
、
内
地
沿
岸
航
路
の
交
易
に
ま
で
強
制
掻
大
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
」
と
述
べ
る
。
氏
は
明
初
に
は
沿
岸
貿
易
が
許
さ

れ
て
い
た
と
考
え
て
お
り
、
そ
こ
か
ら
外
園
貿
易
の
禁
止
を
特
に

「
下
海
通
番
の
替
市
」
と
表
現
さ
れ
た
わ
け
だ
が
、
こ
の
見
方
に
は
い

く
つ
か
の
黙
で
問
題
が
あ
る
。
十
六
世
紀
以
後
の
用
語
を
無
前
提
に

明
初
に
適
用
し
、
そ
れ
を
沿
岸
貿
易
の
存
在
の
根
擦
と
し
て
い
る
こ

と
が
一
つ
。
今
一
つ
は
、
沿
岸
貿
易
も
明
初
の
一
時
期
に
は
間
違
い

な
く
禁
止
さ
れ
て
お
り
(
こ
の
貼
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
て
論
じ
た

十
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い
)
、
明
初
の
海
禁
は
決
し
て
氏
の
い
う
よ
う
な
緩
や
か
な
も
の
で

は
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
海
林
一
市
は
時
代
と
と
も
に
強
化
さ
れ
た
の

で
は
な
い
。
園
初
の
徹
底
し
た
朕
況
が
一
旦
弛
緩
し
、
そ
の
針
策
を

練
る
中
で
、
園
初
の
海
禁
の
巌
格
さ
が
先
の
文
言
を
も
っ
て
再
認
識

さ
れ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
は
、
「
寸
板
不
許

下
海
」
は
嘉
靖
期
と
い
う
よ
り
は
明
初
の
状
況
を
指
す
丈
言
で
あ
る

こ
と
を
、
こ
こ
で
あ
ら
た
め
て
強
制
し
て
お
き
た
い
。

(
お
)
川
越
泰
博
「
明
蒙
交
渉
下
の
密
貿
易
」
『
明
代
史
研
究
」
創
刊
競
、

一
九
七
四
年
。

(
お
)
松
本
隆
晴
「
明
代
北
透
防
衛
艦
制
の
研
究
」
(
汲
古
書
院
、
二

O

O
一
年
)
第
七
章
「
翁
高
達
と
嘉
靖
年
間
の
馬
市
開
設
問
題
」

0

(
幻
)
岩
井
茂
樹
「
十
六
・
十
七
世
紀
の
中
園
透
境
枇
舎
」
小
野
和
子
編

『
明
末
清
初
の
祉
舎
と
文
化
」
京
都
大
挙
人
文
科
息
子
研
究
所
、
一
九

九
六
年
。

(
お
)
註
(
お
)
、
松
本
論
文
参
照
。

(
ぬ
)
『
誇
海
国
編
」
を
見
て
も
、
「
東
南
事
館
、
絶
奥
西
北
諸
透
不
向
。

西
北
諸
濯
、
難
是
兵
財
殉
弱
、
而
成
法
具
在
、
儲
糧
畜
兵
、
歳
有
書
一

一
、
只
是
廃
墜
不
明
半
耳
(
巻
十
一
、
経
略
一
、
足
兵
飼
)
」
と
か

「
東
南
之
倭
冠
、
猶
西
北
之
旬
奴
、
誼
詐
勇
猛
、
強
不
可
禦
、
乗
風

迅
速
、
来
不
可
測
。
故
我
朝
備
倭
、
北
白
山
東
南
抵
閑
慶
、
規
書
-
経

制
、
不
滅
西
北
(
巻
十
二
、
経
略
二
、
降
山
旦
議
)
」
等
々
、
南
北
を

比
較
し
て
の
議
論
は
枚
翠
に
遣
が
な
い
。

(ω)
『
高
暦
大
明
舎
典
』
径
二
二
二
、
兵
部
十
五
、
鎮
成
七
、
各
鎮
通

例
、
遺
禁
。

(
H
U
)

明
代
の
互
市
に
つ
い
て
は
註
(
お
)
の
松
本
論
文
、
お
よ
び
田
村

」

賞
浩
「
明
と
蒙
士
円
と
の
閥
係
に
つ
い
て
の
一
面
観
|
|
特
に
馬
市
を

中
心
と
し
て
|
|
」
(
『
史
皐
雑
誌
』
五
十
二
編
卜
二
携
、
一
九
四
一

年
)
、
林
章
「
明
代
後
期
の
北
濯
の
馬
市
に
つ
い
て
」
(
『
名
古
屋
大

阿
国
字
文
皐
部
研
究
論
集
(
史
皐
)
』
二
、
一
九
五
二
年
)
な
ど
を
参
照
。

(
必
)
月
港
で
の
徴
税
機
関
に
つ
い
て
は
、
註
(
1
)
佐
久
間
著
書
の
第

二
編
第
五
章
「
明
代
後
期
に
お
け
る
淳
州
の
海
外
貿
易
|
|
粛
基
の

岨
商
策
に
つ
い
て
|
|
」
、
お
よ
び
註
(
初
)
、
陳
向
勝
著
書
の
第
八

章
「
月
港
開
放
」
な
ど
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
刊
日
)
密
貿
易
の
根
擦
地
で
あ
っ
た
月
港
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
開
港
以

前
の
嘉
靖
三
十
一
年
(
一
五
五
一
)
に
靖
海
館
が
置
か
れ
、
一
脂
建
省

各
府
の
通
測
が
輪
番
で
、
巡
察
に
常
た
っ
て
監
視
を
行
っ
た
。
四
十
二

年
に
は
海
防
同
知
を
置
い
て
靖
海
館
を
海
防
館
に
改
め
た
が
、
十
分

な
成
果
が
得
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
四
十
四
年
に
津
州
府
の
龍
渓
豚

と
津
浦
豚
の
そ
れ
ぞ
れ
一
部
を
割
い
て
、
新
豚
が
設
け
ら
れ
る
こ
と

に
な
っ
た
o

月
港
を
中
心
と
す
る
海
澄
豚
で
あ
り
、
こ
の
新
牒
設
置

で
月
港
の
管
理
健
制
が
確
立
し
た
こ
と
が
、
月
港
開
放
の
背
景
に
は

あ
る
。
註
(
必
)
の
佐
久
間
、
陳
論
文
参
照
。
な
お
腎
蒙
童
日
の
類
で

あ
る
が
、
李
金
明
『
津
州
港
』
(
一
一
細
建
人
民
出
版
祉
、
二

O
O
一
年
)

も
参
考
に
な
る
。

(
仏
)
許
品
了
遠
『
敬
和
堂
集
』
巻
五
、
疏
通
海
禁
琉
。

(
お
)
復
活
後
の
市
舶
司
は
洪
武
七
年
以
前
の
そ
れ
と
異
な
り
、
『
大
皐

桁
義
補
』
を
二
十
五
、
市
経
之
令
に
「
蓋
用
以
懐
柔
遠
人
、
賓
無
所

利
其
入
也
」
と
あ
る
よ
う
に
、
刺
貢
制
度
の
管
埠
を
主
要
な
業
務
と

し
た
。
海
外
貿
易
の
管
稗
機
関
と
い
う
よ
り
は
、
明
を
中
心
と
す
る

世
界
秩
序
確
立
の
一
環
と
し
て
復
活
さ
れ
た
と
見
る
べ
き
だ
ろ
う
。
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な
お
明
代
の
市
舶
司
に
つ
い
て
は
、
陳
向
勝
『
閉
閲
興
開
放
|
|
中

園
封
建
晩
期
封
外
関
係
研
究
|
|
』
(
山
東
人
民
出
版
紅
、
一
九
九

三
年
)
巻
二
平
一
柵
明
代
市
舶
司
制
度
的
演
愛
」
参
照
。

(
必
)
註

(
3
)
、
檀
上
論
文
。

(
釘
)
『
ア
ジ
ア
歴
史
事
典
』
(
平
凡
世
、

455 

一
九
五
九
年
)
の
「
海
禁
」

の
項
目
。

(
必
)
こ
の
問
題
に
つ
い
て
の
最
新
の
成
果
と
し
て
、
岩
井
茂
樹
「
十
六

世
紀
中
園
に
お
け
る
交
易
秩
序
の
模
索
|
|
互
市
の
現
賓
と
そ
の
認

識
|
|
」
岩
井
茂
樹
編
『
中
園
近
世
世
舎
の
秩
序
形
成
』
(
京
都
大

皐
人
文
科
皐
研
究
所
、
二

O
O
四
年
)
を
挙
げ
て
お
き
た
い
。

十
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THE FORMATION AND BACKGROUND OF THE MING DYNASTY 

CONCEPT OF MARITIME EXCLUSION: FROM A PROHIBITION 

ON VOYAGES IN FOREIGN WATERS ~-t,tTi~ TO A 

PROHIBITION ON VOYAGES FOR TRADING 

WITH FOREIGNERS Tiw:j][=m= 

DANJO Hiroshi 

Maritime exclusion i{ij:-t,t is the general term used for the national maritime 

control policy instituted by Ming and Qing dynasties. In previous studies of Ming 

maritime exclusion, the role of maritime exclusion has been viewed as vaguely uni

form across time and unvarying. It has been dealt with, at best, in terms of the 

strengthening or relaxing of its restrictions, or has been used as data in arguments 

concerned with international trade or coastal defenses. Moreover, the assumption 

that maritime exclusion was uniform has resulted in a number of misapprehensions 

such as taking later examples of maritime exclusion to speculate on that of the 

early Ming, treating the goal of maritime exclusion as if it were from the start de

signed to control smuggling, or seeing the state as having a monopoly on trade. 

All this results from dealing with maritime exclusion as an abstraction rather than 

in historical context. 

The origin of the term "maritime exclusion" does not derive from the early 

Ming. It came into general use from about the mid-16th century. Scholars and 

bureaucrats when faced with the turmoil of the so-called "northern and southern 

barbarians" ~r~l¥ff~ and pressed to come up with a policy to deal with them 

adopted a policy of "border exclusion" ,;t-t,t to regulate peoples and armies on the 

northern frontier, and in turn they adopted a policy to prohibit setting sail from the 

southeastern coast that was called the "prohibition of sailing to foreign ports" 

Ti{ij:j][=m=z-t,t or simply "maritime exclusion." Thus, the term "maritime exclu

sion" was born out of the arguments over how to deal with the turmoil on the 

coast and in contrast with the already extant "border exclusion," which had had 

great influence. In this sense "border exclusion" and "maritime exclusion" fed off 

one another, and it is possible to understand them as paired terms. 

A new policy was instituted in the north and south in the latter half of the 

16th century when peace was established with the Mongols on the northern bor

der and trade opened, and on the southern coast when the port of Yue Ji it in 
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Zhangzhou i!il'HI was opened. It was under these circumstances that the entries 

for the terms border exclusion and maritime exclusion first appeared in the Wanli 

Darning huidian !11l;M*Ij)jirw, which was compiled at the close of the 16th cen

tury. The creation of entry for maritime exclusion in the Huidian, which should be 

considered a national survey, verifies the fact that the concept of maritime exclu

sion was without doubt recognized by the state. Moreover, it demonstrates that 

maritime exclusion had been repositioned within a new policy framework that was 

based on the will of the nation state. Maritime exclusion had existed in reality 

since the early Ming, but the appearance of the term in the latter half of the 16th 

century and its entry into the Wanli Darning huidian signaled its final concep

tualization. To that extent, maritime exclusion is not a mere proper noun but is in

stead an excellent example of useful historical concept reflecting the sixteenth cen

tury. 

THE PROBLEM OF PIRACY AND THE RYUKYUS DURING 

THE QING DYNASTY, VIEWED FROM THE STANDPOINT 

OF THE STUDY OF MARITIME REGIONS 

MAEHIRA Fusaaki 

In recent years attention has been focused on the movements of people and 

trade in the maritime regions of the world thus promoting a reevaluation of the 

concept of history as the study of a single nation and seeing historical studies from 

a standpoint that supersedes national borders. Works such as Murai ShOsuke's 

Kokkyo 0 koete: Higashi Ajia kaiiki sekai no chUsei (1997), Yi Young's WakO to 

Nichirai kankeishi (1999), Osa Setsuko's Chi'tsei kokkyo kaiiki no Wa to ChOsen 

(2002), Seki Shfiichi's Chi'tsei NitchO kaiikishi no kenkyi't (2002) etc., have been 

published recently. The results of these studies have shed new light on the reality 

of diplomatic missions, merchants, piracy (specifically Japanese pirates, wako) and 

the problem of repatriation of those who drifted ashore in foreign lands. 

Although the need to accumulate further data and develop a new methodology 

are pressing concerns in implementing a history of maritime regions, I have lim

ited my focus here to the problem of piracy that occurred in Chinese coastal wa

ters and attempted to clarify the historical reality. From the point of view of mari

time piracy, one must note that there existed an intimate link between acts of 

piracy and private trade by maritime merchant powers that had replaced the royal 
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